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第１章　戦略の位置付け

　

１　戦略策定の趣旨

２　戦略の位置付け

・国は、第７次エネルギー基本計画と「ＧＸ2040ビジョン」を策定し、この二つ
　を一体的に遂行することを示す 
 ・国と歩調を合わせ、2030年までに直ちにできることの実行に加え、2040年を見
　据えた技術革新の推進など長期的な視点での取組を並行して実行
・加えて、経済と環境が好循環を促すＧＸを推進するため、エネルギー関連産業の
　振興に資する取組を強化

３　計画期間

2026年度（令和８年度）
　　　　　～
2030年度（令和12年度）

までの５年間



第１章　戦略の位置付け

　

４　本戦略でのＧＸの範囲

＜本戦略で扱うＧＸの範囲＞

　ＧＸの概念は、エネルギー、資源自律経済（サーキュラーエコノミー）、物流・
　人流、くらし、インフラなど経済社会全体に及ぶ広範な概念であるが、本戦略で
　対象とするＧＸの範囲は、主にエネルギーと関連する分野での取組とする。

○ＧＸの定義
　産業革命以来の化石エネルギー中心の経済・社会、産業構造から、クリーンエネ
　ルギー中心のものに移行させ、経済社会システム全体の変革を行うことを通して、　
　エネルギーの安定供給、経済成長、脱炭素の同時実現を目指すこと 

○対象範囲の具体例（ＧＸ2040ビジョンより）
　・再エネ、省エネ、次世代エネルギー源、ＬＮＧ、ＣＣＳ等
　・鉄鋼、化学、紙パルプ、セメント等の脱炭素化が難しい分野での技術開発
　・蓄電池、コジェネ、ヒートポンプ等エネルギーの高度利用
　・次世代自動車及びそのインフラ整備
　・カーボンプライシング（J-クレジット含む。）



第２章　戦略策定の背景

　

１　世界の現状

・ロシアによるウクライナ侵略等、世界における紛争の影響に伴う経済安全保障上
　の要請の高まり

・ＤＸやＧＸの進展により電力需要が増加が見込まれ、脱炭素電源を求める動きが
　顕著な状況の中、再エネの導入拡大とともに、原子力発電の拡大に向けた動きが
　具体化

・気候変動対策の目標は維持しながらも、経済性やエネルギー安定供給を踏まえた
　現実的かつ多様なアプローチが拡大

・欧米を中心に、エネルギー政策と産業政策を一体化し、エネルギー転換を自国の
　産業競争力強化につなげるための政策を強化

・国際社会の共通目標でるＳＤＧｓについても、エネルギー施策の推進を標榜して
　おり、他の目標と連動した取組が進む



第２章　戦略策定の背景

　

２　日本の現状

○発電電力量の構成
　＜日本の発電電力量の構成（2023年度）＞

○第７次エネルギー基本計画
　＜2040年に向けた政策の方向性＞
　・エネルギー安定供給と脱炭素を両立する観点から、再生可能エネルギーを主力　
　　電源として最大限導入するとともに、特定の電源に過度に依存しないようバラ
　　ンスのとれた電源構成を目指す

　・徹底した省エネルギー、製造業の燃料転換などを進めるとともに、再エネ、原
　　子力など、安全保障に寄与し脱炭素効果が高い電源を最大限活用

　・2040年に向け、経済合理的な対策から優先的に講じていく視点が不可欠とな
　　ることから、脱炭素化に伴うコスト上昇を最大限抑制するべく取り組む

　・「第７次エネルギー基本本計画と「ＧＸ2040ビジョン」を一体的に遂行し、
　　エネルギーの安定供給、経済成長、脱炭素の同時実現を目指す取組を加速 
 

区　分 
火力　68.6％ 原子力 再エネ 

天然ガス 石炭 石油等 
8.5％ 22.9％ 

割　合 32.9％ 28.3％ 7.4％ 

 
 



第２章　戦略策定の背景

　

２　日本の現状

　＜第６次と第７次のエネルギー基本計画の比較＞
　　・主な方向性

○ＧＸ２０４０ビジョン
　・エネルギー、ＧＸ産業立地、ＧＸ産業構造、ＧＸ市場創造を総合的に検討し、
　　できる限り事業環境の予見性を高め、国内投資を後押しするために提示
　
　・目指す産業構造や成長のため、エネルギー政策と一体となり、エネルギーの安
　　定供給確保、経済成長、脱炭素を同時実現するため、ビジョンで示す方向性に
　　沿って政策の具体化を推進

 
 

項目 第６次エネルギー基本計画 第７次エネルギー基本計画 

基本方針 
Ｓ＋３Ｅ 
（安全性の確保、エネルギー安定供給、
環境適合性、経済効率性） 

Ｓ＋３Ｅ 
（安全性の確保、エネルギー安定供給、　
経済効率性、環境適合性） 
※経済が前に、環境が後に変更 

電力需要 横ばいを想定 ＤＸ、ＧＸ進展により増加を見込む 

原子力 原発依存度の低減 
安全保障に寄与する脱炭素効果が高い電源と
位置付け。 
必要な規模を持続的に活用 

再エネ 主力電源化の徹底 主力電源化の徹底 



第３章　本県が直面する課題

　

１　ＧＸによる産業振興

産業活動の
電化・カーボン
ニュートラル化

水素需要の拡大

戦略の中柱 現状 課題

<中小企業>脱炭素の必要性は認識するが
　理解不足やコスト面を理由に取組に遅れ
<自動車産業>世界的な自動車の電動化の
　流れは本県経済に大きな影響、県内のＥ
　Ｖ、ＦＣＶ台数は伸び悩み
<カーボンプライシング>Ｊ-クレジット制
　度への関心も徐々に高まり、森林吸収を
　中心にクレジット創出が始まる

<中小企業>自社の温室効果ガス排出量把握
　や設備更新時での確実なエネ転等が必要
<自動車産業>次世代自動車（電動化、デジ
　タル化）への適切な対応が必要
　車両の低価格化とインフラ整備（充電設備、
　水素ＳＴ）が課題
<カーボンプライシング>Ｊ-クレジット制度
　への理解促進と、地産地消の推進が必要

・水素社会実現モデルとして、次世代型エ
　ネルギー供給のプラットフォームが開所　
（静岡市清水区）
・清水港では、水素・燃料アンモニア等の
　受け入れ環境整備等を推進
・モビリティ分野では県内にＦＣＶ149台
　導入、水素ＳＴ６基が整備

次世代技術の
開発支援

関連分野への
ビジネス参入

・従来の化石燃料と比較して、製造コストが
　高いため、コストを低減する必要性
・エネルギーとしての水素の活用先の開拓及
　びそのための技術革新が必要
・モビリティ分野では車両価格の低下（需要
　側）、水素ＳＴの整備（供給側）が課題

・産学官金による「静岡県創エネ・蓄エネ
　技術開発推進協議会」を立上げ(会員数：
　284)、企業間のマッチング、研究開発支
　援を実施するとともに、個別分野の取組
　として同協議会内に「水素部会」（会員
　数：98）及び「次世代型太陽電池部会」
　（会員数：50）を立上げ

・創エネ・蓄エネ技術開発推進協議会では、
　技術開発・製品化につながる案件が少なく、　
　協議会活動の活性化が必要
・活動の活性化に向けて、コーディネーター
　による技術指導や研究助成等の支援が必要



第３章　本県が直面する課題

　

２　脱炭素電源（再生可能エネルギーの効果的な導入）

地域と共生した
再生可能エネル
ギーの導入拡大
（脱炭素電源）

再生可能エネル
ギーの有効活用

戦略の中柱 現状 課題

<総論>再エネ導入量は太陽光を中心に拡
　大し、県内電力消費量の約１/４を占める 
<太陽光>順調に導入拡大も、近年は導入
　適地の減少等もあり伸びが鈍化
　メガソーラーは地域共生に課題があるが、
　県内市町の８割が独自の規制を実施
<小水力、バイオマス>一定の導入は進ん
　だが、更なる増加は限定的
<洋上風力>2024年に調査を実施し、遠州
   灘沖にポテンシャルを確認
<地熱>現状は、県内に発電施設はないが、
　伊豆地域で可能性に期待
<原子力>浜岡原発３号機、４号機の新規 
   制基準適合性の審査が停止中

<総論>環境や地域との共生はもとより、地域
　課題を同時に解決する効果的な導入が必要
　特定のエネルギー源に偏らず、あらゆる選択
　肢の検討が必要
<太陽光>環境負荷の少ない箇所への導入や、
　卒ＦＩＴを卒太陽光にしない仕組が必要
<小水力>設備の小規模化、奥地化による収益
　性の低下が進むため、採算性の確保が必要
<バイオマス>国産燃料の安定供給、価格低下
　が必要
<洋上風力>主要な利害関係者である漁業者や
　地元自治体等との合意形成が必要
<地熱>有望地域の絞込み等、基礎調査が必要
<原子力>電力需要増が見込まれる中、原子力
　を含む各エネルギーの特徴を最大限活用した
　エネルギーミックスが重要

<系統用蓄電池>国補助金案件について、
　県内では運転開始の施設が１件存在（そ
　の他計画中１件）
<マイクログリッド等>清水港でマイクロ
　マイクログリッドの整備が進む　
　（運転中１件、整備中１件）
<熱利用>県内の最終エネ消費量の７割が
   非電力で、非電力の多くが熱利用

<蓄電池、マイクログリッド等>再エネの出変
   動への対応に蓄電池等が有効であるが、普
　及には価格の低下が必要
　近年、規模の大きい系統用蓄電池は近隣への
　騒音が懸念
<熱利用>太陽光発電との競合や初期投資が大
　きいこと等が課題



第３章　本県が直面する課題

　

３　徹底した省エネルギーの推進

普及啓発
設備導入

戦略の中柱 現状 課題

・世界的に省エネルギーは「第一の燃料」
　「クリーンエネルギー意向に不可欠な要
　素」と位置付け
・日本のエネルギー消費効率は1970年代の
　石油危機以降４割改善し、世界的にも高
　い水準
・本県でも、中小企業等の省エネ設備導入
　への支援や県有建築物ZEB化設計指針に
　基づく省エネ化の推進を実施

<産業・運輸>建築物や設備の更新時の省エ
   ネ性能の向上、マイクログリッドやコー
   ジェネレーションシステム等のエネルギー
   の高度利用の促進、技術開発の推進が必要
<業務・家庭>国のデコ活や県のふじのくに
　COOLチャレンジなどの国民、県民運動の
　普及、セミナー等を通じた事業者の意識変
　革が必要
<製品・サービス開発>デジタル技術を活か
   した省エネ製品・サービス開発が必要



　

１　目指す姿

・エネルギー産業の振興に資する取組を強　
　化し、ＧＸを強力に推進することで、県
　内経済の発展へ繋げていくとともに、
　2050年カーボンニュートラル実現に向
　けた歩みを確かなものとしていく。

・2030年の目標達成に向けて、今ある技
　術をもとにできることを直ちに実行する
　とともに、2040年を見据えた技術革新
　の推進など、長期的な視点での取組も並
　行して実行していく。

・こうしたＧＸの取組により経済と環境が
　好循環していくことを通して、2050年
　のカーボンニュートラル社会の実現を目
　指す。

 
 

・経済と環境が好循環する
「ＧＸ先進県しずおか」

・２０５０年
カーボンニュートラル社会の実現

２　目指す姿の具体的イメージ

 
 
 

第４章　目指す姿



第４章　目指す姿

　

３　戦略の柱立て

 
 

 
 
 

＜戦略１＞
ＧＸによる産業振興

・生産過程で使用するエネルギー源を、化石燃料から電気への転換を図るとともに、
　電力の脱炭素化を進める。
・特に、製造業における中小企業の脱炭素化、本県の基幹産業である自動車産業の
　電動化への対応、水素需要の拡大等、産業のカーボンニュートラルへの取組を積
　極的に支援することで、クリーンエネルギー中心の産業活動への転換による競争
　力強化を図る。
・既存の技術のみではカーボンニュートラル実現は困難であることから、技術革新
　を推進することとし、これを活かした新たなＧＸ産業の創出や関連ビジネスへの
　参入を支援する。

＜戦略２＞
再生可能エネルギー
の効果的導入

・適地が少なくなる中、導入拡大に向けて、地域との共生を前提に新たな開発適地
　や、太陽光以外の電源の導入可能性の検討を進める。
・再生可能エネルギー発電量の増加に伴う系統への出力制御が頻発する現状を踏ま
　え、需要側の取組も推進するとともに、出力調整が期待される蓄電池の活用など、
　再生可能エネルギーの安定電源としての活用を進める。
・単なる量的な拡大にとどめず、再生可能エネルギーの導入に他の価値を付加する
　ことで、地域づくりや地域課題の解決につながるような効果的な導入を推進する。

＜戦略３＞
徹底した省エネルギー
の推進

・普及啓発及び設備導入により産業活動における徹底した省エネルギー対策を進める
　ことで二酸化炭素の排出を削減する。
・産業活動の省エネルギー対策を進める上で必要となる省エネ診断等の実践支援を
　推進する専門家について、育成を推進していく。
・マイクログリッドやコージェネレーションシステムなど、地域内でのエネルギー
　の高度利用を推進する。



第４章　目指す姿

４　目標

 
 

 
 
 

・ＧＸには、徹底した省エネルギーをした上で電化を進め、さらにはその電力を脱炭
　素化することが求められる。

・このため、経済活動に係るエネルギー消費量の削減と、最終エネルギー消費量のう
　ち電力の占める割合の向上に加え、再生可能エネルギーの導入量の拡大を図ること
　を三位一体で進めることで、ＧＸを推進していく。

＜目標値＞ 
成果指標 現状値 目標値 

  経済活動に係るエネルギー消費量削減率 
 （2013年度比）（産業＋運輸＋業務部門） ※１

（2022年度）
△14.6％

（2030年度）
△28.6％ 

 最終エネルギー消費量のうち電力の占める割合
（2022年度）

31.8％ 
（2030年度）

36.4％ 

　再生可能エネルギー導入量 　※２
（2023年度） 

61.4万kl 
（2030年度） 

73.7万kl 

※１経済活動に係るエネルギー消費量削減率：家庭を除く、産業、運輸、業務部門の最終エネルギー消費量
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 についての削減率
※２再生可能エネルギー導入量：太陽光発電、風力発電、水力発電、バイオマス発電、温泉熱発電、太陽熱
                                            利用、バイオマス熱利用の原油換算の合計値



第５章　具体的取組（重点取組）
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中心の産業
活動への

転換による
競争力強化

技術革新
推進

再エネの効
果的な導入　

徹底した省
エネの推進

水素需要の拡大

次世代技術の
開発支援

関連分野への
ビジネス参入促進

大柱 中柱 各柱の重点取組

地域と共生した
再エネの導入拡大

再エネの有効活用

普及啓発

設備導入

・多様な支援体制により、中小企業のカーボンニュートラル対応を支援（企業脱
　炭素支援センター、次世代自動車センター浜松、県内金融機関等）
・スタートアップ等の技術を活用した企業の脱炭素に向けた取組を促進

・創エネ・蓄エネ技術開発推進協議会の「水素部会」の活動を活性化させるとと
　もに、水素専門のコーディネーターを中心に山梨連携を促進するなど、水素関
　連産業を振興

・創エネ・蓄エネ技術開発推進協議会の「水素部会」、「次世代型太陽電池部
　会」等の活動を活性化させ、技術開発、商品開発を促進
・TECH BEAT SHIZUOKA等の様々な交流の場を活用してスタートアップと県内
　企業の連携を促進し、エネルギー関連技術の開発を推進

・蓄電池の活用やマイクログリッド、デマンドレスポンス、コージェネレーショ
　ンシステムといったエネルギーの高度利用の取組を促進

・従来型の太陽光発電設備については、今まで設置が進んでいない場所で、環境
　への負荷が少ない箇所への導入を推進
・次世代型太陽電池については、市町とも連携し、公共施設への設置を推進する
　とともに、社会実装を推進
・洋上風力発電については、導入に向けた環境整備を推進
・再生可能エネルギー導入が地域課題の解決につながるような取組を推進

・多様な支援体制により、中小企業のカーボンニュートラル対応を支援
・中小企業が実施する省エネ診断や省エネ設備の導入を支援するとともに、省エ
　ネ診断を実施する専門家を育成

・中小企業等における省エネ設備の導入や省ＣＯ２対策に加え、県有施設への再
　生可能エネルギー発電設備、省エネ設備の導入による建築物のＺＥＢ化などを
　進め、産業活動の省エネ化を推進

・創エネ・蓄エネ技術開発推進協議会の活動を活性化させ、次世代型太陽電池や
　水素など、次世代技術などの関連分野へのビジネス参入を促進



第５章　具体的取組（2040年を見据えた方向性）

 
 

 
 
 

１　総論

・本県のエネルギーに関する中長期的な方向性を示し、事業者の予見性を持たせるた
　めに、2040年を見据えた施策の方向性を整理する。

２　ＧＸ進展による本県経済の成長

・現時点では技術開発の段階であるが、将来的には関連産業の振興により本県経済の
　成長に繋がるようなエネルギー技術に対し、継続的な支援を行っていく。
＜具体的取組分野＞
・水素・アンモニア、蓄電池、フュージョンエネルギーなど、今後の技術革新が期待
　される分野

３　更なる再生可能エネルギーの導入拡大に向けたあらゆる選択肢の検討

・あらゆる選択肢を視野にいれ可能性を追求し、本県も2040年に向けた更なる導入拡　
　大を図っていく。
・導入に際しては、地元や利害関係者の理解など丁寧に合意形成を図りながら進める
　とともに、地域課題の解決に繋がるような効果的な導入を進めていく。
＜具体的な取組分野＞
・洋上風力、地熱発電など、地元の合意形成等長期間のリードタイムが必要な設備
・次世代型太陽電池など、社会実装までに更なる技術革新が必要な設備



第６章　戦略の進行管理

　

（※）R8年度当初予算要求中。予算確保が出来た場合は参考指標として設定。 

 
 

 
 
 

・進行管理は、ＰＤＣＡサイクルにより、毎年度の評価を行い、「静岡県地球温暖化対策
　実行計画」等の関係計画と連携し、改善を図りながら取組を進めていく。
・成果指標の進捗について「静岡県エネルギー戦略推進会議」で審議いただくとともに、
　参考指標の状況も踏まえて、今後必要となる対策についても意見いただき、今後の県の
　取組に反映していく。

・参考指標:成果指標の進捗状況の参考とするため、関連する指標を「参考指標」として目標値を設定

 
 

戦略 参考指標 現状値 目標値 

ＧＸによる
産業振興 

エネルギー関連機器・部品製品化支援件数 
（2022～2023年度） 

累計８件 
（2022～2030年度） 

累計27件 

次世代モビリティ産業（自動車）における研究開発・事業化
支援件数 

（2022～2023年度） 
累計108件 

（2022～2028年度） 
累計144件

先進的ＧＸ経営取組支援件数（※） － 
（2026～2030年度） 

累計15件 

再エネの 
効果的導入 

太陽光発電導入量 
（2023年度） 
255.9万kW 

（2030年度） 
302.9万kW 

家庭用太陽光発電（10kW未満）導入量 
（2023年度） 

72.7万kW 
（2030年度） 
100.3万kW 

地域課題解決型再生可能エネルギー導入支援件数（※） － 
（2026～2030年度） 

累計10件 

静岡県創エネ・蓄エネ技術開発推進協議会において、技術開発に取
り組むワーキンググループ数 

（2023年度） 
11件 

（2030年度） 
18件 

徹底した
省エネ推進 

省エネ診断実施回数 
（2022～2023年度） 

累計260回 
（2022～2030年度） 

累計630回 

企業脱炭素化支援センターによる個社支援数 － 
（2026～2030年度） 

累計50件 
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～ＧＸ推進による脱炭素社会の実現～
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第１章 戦略の位置づけ

１ 戦略策定の趣旨

国は、2020 年から 2021 年にかけて、2050 年のカーボンニュートラルの実現を目指

す「カーボンニュートラル宣言」の表明や、それと整合的で野心的な目標として、2030

年度の温室効果ガス排出量を 2013 年度から 46％削減することを目指す方針を示した。

これらの目標は維持した上で、2025 年（令和７年）２月 18 日に「第７次エネルギー

基本計画」を策定するとともに、合わせて「ＧＸ2040 ビジョン」を閣議決定し、エネ

ルギーの安定供給、経済成長、脱炭素を同時に実現していくため、この二つを一体的

に遂行することが示された。

「第７次エネルギー基本計画」では、2040 年向けた政策の方向性として、エネルギ

ー安定供給と脱炭素を両立する観点から、再生可能エネルギーを主力電源として最大

限導入するとともに、特定の電源や燃料源に過度に依存しないようバランスのとれた

電源構成を目指すこと、安全保障に寄与し、脱炭素効果の高い電源を最大限活用する

ことが示された。また、重要な視点として、経済合理的な対策から優先的に講じると

ともに、脱炭素化に伴うコスト上昇を最大限抑制するべく取り組むとし、その結果と

して、2040 年度における発電電力量に占める再生可能エネルギーの比率を４～５割程

度とする見通しを発表した。

また、「ＧＸ2040 ビジョン」は、将来の見通しに対する不確実性が高まる中、ＧＸ

に向けた投資の予見性を高めるため、より長期的な方向性を示すものとして策定され、

エネルギーの安定供給確保、経済成長、脱炭素を同時実現するため、ビジョンで示す

方向性に沿って政策の具体化を進めていくとしている。

こうした国の動きに歩調を合わせて、令和３年度に策定した「ふじのくにエネルギ

ー総合戦略」を見直し、改めて「静岡県エネルギー戦略～ＧＸ推進による脱炭素社会

の実現～」を策定する。現戦略は、カーボンニュートラル社会の実現のために、再生

可能エネルギーの最大限の導入促進を第一におき、今ある技術や社会インフラを前提

に 2030 年までに直ちにできることを中心に取組を記載しているが、新たな戦略では、

2030 年までに直ちにできることの実行に加え、2040 年を見据えた技術革新の推進な

ど長期的な視点での取組を並行して実行していく。

加えて、脱炭素社会の実現には、再生可能エネルギー導入のみならず、経済と環境

の好循環を促すＧＸの推進が必要となることから、エネルギー関連産業の振興に資す

る取組を強化する。

２ 戦略の位置付け

（１）「静岡県総合計画」との関係

・2025 年度から 2028 年度までの４年計画である「静岡県総合計画」は、令和７年３

月に経営方針を決定し、目指す姿として「幸福度日本一の静岡県」を掲げた上で、

県政運営全体に共通する新しい考え方として、県民一人ひとりの幸福実感を重視す
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位置付け 背 景 現状・課題 目指す姿 具体的取組 数値目標

る「ウェルビーイング」の視点を取り入れること、県政運営の基本理念として「Ｌ

ＧＸ（ローカル・ガバメント・トランスフォーメーション）」が示された。

・目指す姿「幸福度日本一の静岡県」の実現に向けた重点取組の一つとして、「再生可

能エネルギー等の導入促進」が掲げられている。

・本戦略は、次期総合計画で掲げる３つの政策体系の一つ「未来を創る力」のうちの

「環境・エネルギー」中「脱炭素社会の構築」の推進を強化するため及び前述の重

点取組を具体的に推進していくための指針とする。

（２）他計画との関係

・本戦略は、環境部門における大綱である「静岡県環境基本計画」やその個別計画で

ある「静岡県地球温暖化対策実行計画」、本県の経済を持続的に発展させていくた

めの「静岡県産業成長戦略」等の関連する計画等と連携して推進する。

３ 計画期間

2026 年度（令和８年度）から 2030 年度（令和 12 年度）までの５年間とする。

４ 本戦略でのＧＸの範囲

国のＧＸに対する考え方を踏まえ、本戦略においてはＧＸを「産業革命以来の化石

エネルギー中心の経済・社会、産業構造から、クリーンエネルギー中心のものに移行

させ、経済社会システム全体の変革を行うことを通して、エネルギーの安定供給、経

済成長、脱炭素の同時実現を目指すこと」と定義する。

ＧＸの概念は、エネルギー、資源自律経済（サーキュラーエコノミー）、物流・人

流、くらし、インフラなど経済社会全体に及ぶ広範な概念であるが、本戦略はエネル
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ギーに係る戦略であるため、本戦略で対象とするＧＸの取組の範囲は、主にエネルギ

ーと関連する分野での取組とする。

＜参考＞

○ＧＸ実現に向けた基本方針（令和５年２月）

我が国にとって、産業革命以来の化石エネルギー中心の産業構造・社会構造をク

リーンエネルギー中心へ転換する、「グリーントランスフォーメーション（ＧＸ）」

は、戦後における産業・エネルギー政策の大転換を意味する。

○ＧＸ2040 ビジョン（令和７年２月）

エネルギーの安定供給確保、経済成長、脱炭素の同時実現を目指すＧＸ

○第７次エネルギー基本計画（令和７年２月）

わが国ではＧＸを、産業革命以来の化石エネルギー中心の経済・社会、産業構造

から、クリーンエネルギー中心のものに移行させ、経済社会システム全体の変革を

行うものと位置付け、エネルギーの安定供給、経済成長、脱炭素の同時実現を目指

しており、こうした取組を引き続き進めていく。
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位置付け 背 景 現状・課題 目指す姿 具体的取組 数値目標

第２章 戦略策定の背景

１ 世界の現状

（１）ロシアによるウクライナ侵略等の影響に伴う経済安全保障上の要請の高まり

・2021 年頃から、新型コロナ禍からの経済回復や、寒波の到来等によるエネルギー

需要の増加等が重なり、エネルギー価格は上昇し始めていたが、2022 年２月に、

ロシアがウクライナ侵略を開始したことで、世界のエネルギー情勢は一変した。

・当時、ロシアに対するエネルギー依存度が高まっていた欧州各国を中心に、ロシ

ア産ガスから脱却する方針が示されたことにより、短期的なエネルギー需給バラ

ンスが大きく崩れ、天然ガスは供給不足に陥り、その価格は欧州のみならず、ア

ジアの市場においても史上最高値を付けることとなった。

・また、2023 年頃からのイスラエル・パレスチナ情勢の悪化や、イスラエル・イラ

ン間の軍事的緊張関係の高まりなどによる中東情勢の緊迫化は、ホルムズ海峡な

どの国際海上交通におけるチョークポイントの不安定化につながり、エネルギー

供給の寸断リスクが高まっている。

・これらの紛争は未だ解決の道筋が立っておらず、エネルギー安全保障の確保への

要請が高まっている。

（２）電力需要の増加と脱炭素電源を求める動き

・世界では、ＤＸやＧＸの進展により、電力需要が増加に転じることが見込まれて

おり、脱炭素電源を求める動きは世界中で顕著になってきている。

・特に、米国主要ＩＴ企業は、データセンター（ＤＣ）等の稼働に必要となる脱炭

素電源が成長の制約要因とならぬよう、再生可能エネルギーの確保に加え、次世

代革新炉や次世代型地熱発電などの革新技術への投資拡大を進めている。

・欧州においても再生可能エネルギーの導入拡大が進んでおり、欧州委員会が 2024

年９月に公表したレポートによると、風力発電の発電量がガス火力発電を抜き、

再生可能エネルギー全体では、2024 年上半期の欧州の発電量の半分を占めるに至

った。また、スウェーデンでの原子力発電所の新設解禁への方針転換や、ベルギ

ーでの脱原発法の廃止、東欧における新設プロジェクトなど、原子力発電の拡大

に向けた具体的な動きが見られる。

（３）気候変動対策の目標維持と現実的かつ多様な対応

・主要国では、2050 年カーボンニュートラル実現に向けた野心的な目標を堅持しな

がらも、各国の置かれた固有の状況を踏まえ、経済性やエネルギー安定供給との

間でバランスを取る現実路線への転換を進めており、野心的な脱炭素目標と現実

の乖離が拡大する傾向も見られる。

・こうした中、脱炭素に向けたアプローチについて、2023 年５月に開催されたＧ７

広島サミットにおいて、エネルギー安全保障、気候危機、地政学的リスクに一体

的に対応し、各国の実情に応じた多様な道筋を認めつつ、ネット・ゼロ実現とい
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う共通のゴールを目指す方針が明記された。

（４）エネルギー政策と産業政策の一体化

・欧米各国を中心に、世界各国では、気候変動対策と産業政策を連動させ、カーボ

ンニュートラル実現に向けた国内外のエネルギー転換を自国の産業競争力強化

につなげるための政策を強化している。

・EU は 2023 年に採択した「グリーンディール産業計画」等により、域内における

グリーン産業支援を強化しており、2025 年 2 月には、気候変動対策と競争力強化

を同時に実現させるための政策文書である「クリーン産業ディール」を公表して

いる。

・米国では、2022 年 8 月に成立した「インフレ削減法」による支援を行ってきた

が、2025 年 1 月に就任したトランプ大統領は、クリーンエネルギー政策の大幅な

転換を進めている。2025 年７月に成立した「大きく美しい 1つの法（OBBBA）」で

は、電気自動車や省エネルギー、再生可能エネルギー、蓄電池等の支援が縮小さ

れた一方で、バイオ燃料等のクリーン燃料の支援はむしろ拡充され、炭素回収や

原子力等の支援も継続されている。

（５）エネルギー政策と SDGs との関係

・先進国を含む国際社会全体の目標として発行されている「持続可能な開発目標

（SDGs）」では、2030 年を達成年限とする 17 のゴールと 169 のターゲットが設

定され、環境・経済・社会をめぐる広範な課題について、統合的に取り組むこと

が掲げられており、エネルギー施策を推進する上でも、これらのゴールを踏まえ

た対応が求められる。

・17 のゴールのうち、エネルギー分野の中核的な目標は、7番「エネルギーをみん

なにそしてクリーンに（Affordable and clean energy）」と 13 番「気候変動に

具体的な対策を（Climate action）」になるが、このゴールのみの達成を目標と

して政策を進めることで、他のゴールに著しく不利益をもたらすことは、SDGs の

観点から望ましいものではない。

・７番、13 番の目標達成のためのエネルギー施策を推進する上でも、他の課題への

影響も考慮し、個々の具体的取組において相乗効果の最大化を図っていくことが

重要である。

２ 日本の現状
（１）発電電力量の構成（2023 年度）
・日本は、東日本震災以降、再生可能エネルギーの導入拡大を進めており、2023 年

度には、発電電力量に占める割合は 22.9％まで伸長した。ただ、ＥＵ27 ヶ国では

再生可能エネルギーの比率が 44.3％（2023 年）で、化石燃料比率 32.8％を上回

っており、EU 諸国と比較して日本の再生可能エネルギー導入量は小幅に留まって
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位置付け 背 景 現状・課題 目指す姿 具体的取組 数値目標

いる。

＜日本の発電電力量の構成（2023 年度）＞

・日本の再生可能エネルギーの中心は太陽光発電と水力発電で、欧州で導入が進ん

だ風力発電の比率は約１％にとどまる。

＜再生可能エネルギー22.9％の内訳＞

（２）第７次エネルギー基本計画

・2025 年２月 17 日に閣議決定された第７次エネルギー基本計画では、我が国の産

業立地競争力の観点からは、国際的に遜色のない価格で安定した品質のエネルギ

ー供給が不可欠であり、エネルギー政策と経済政策を一体的に捉えながら、国が

全面に立って脱炭素エネルギーの確保に向けた事業環境整備を進めていく必要

がある、としている。

・その上で、エネルギー安定供給の確保に向けた投資を促進する観点から、2040 年

やその先のカーボンニュートラル実現に向けたエネルギー需給構造を視野に入

れつつ、エネルギー政策の大前提である安全性（Safety）、エネルギーの安定供

給（Energy Security）、経済効率性の向上（Economic Efficiency）、環境への

適合（Environment）の「Ｓ＋３Ｅ」の原則のもと、今後取り組むべき政策課題や

対応性の方向性をまとめている。

＜第７次エネルギー基本計画で示された方向性＞

ア 2040 年に向けた政策の方向性

・ＤＸ、ＧＸ進展による電力需要の増加が見込まれる中、それに見合った脱炭素

電源を国際的に遜色ない価格で確保できるかが産業競争力に直結する。

・エネルギー安定供給と脱炭素を両立する観点から、再生可能エネルギーを主力

電源として最大限導入するとともに、特定の電源に過度に依存しないようバラ

ンスのとれた電源構成を目指す。

・徹底した省エネルギー、製造業の燃料転換などを進めるとともに、再生可能エ

ネルギー、原子力など、安全保障に寄与し脱炭素効果が高い電源を最大限活用

区 分
火力 68.6％ 原子力

再生可能エ
ネルギー

天然ガス 石炭 石油等
8.5％ 22.9％

割 合 32.9％ 28.3％ 7.4％

区分 水力 太陽光 風力 地熱 バイオマス 合 計

2023 年度 7.6％ 9.8％ 1.1％ 0.3％ 4.1％ 22.9％

（参考）
EU2023 年

13％ ８％ 19％ － ３％ 44％
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していく。

・2040 年に向け、経済合理的な対策から優先的に講じていく視点が不可欠となる

ことから、脱炭素化に伴うコスト上昇を最大限抑制するべく取り組んでいく。

・エネルギー政策と産業政策は密接不可分の関係にあることから、本計画と「Ｇ

Ｘ2040 ビジョン」を一体的に遂行することにより、エネルギーの安定供給、経

済成長、脱炭素の同時実現を目指す取組を加速していく。

イ 脱炭素電源の拡大

（ア）再生可能エネルギー

・電力部門の脱炭素化に向けて、再生可能エネルギーの主力電源化を徹底し、地

域との共生と国民負担の抑制を図りながら最大限の導入を促す。

・国産再生可能エネルギーの普及拡大を図り、技術自給率の向上を図る観点か

ら、次世代再生可能エネルギー技術の開発・社会実装を進めていく。

・導入適地が不足する中、更なる拡大のためには、ペロブスカイト太陽電池やＥ

ＥＺ等での浮体式洋上風力等、新たな適地の開拓につながる技術的なイノベー

ションの加速が重要となる。

（イ）原子力

・東京電力福島第一原子力発電所事故への真摯な反省は、決して忘れてはならな

い原子力政策の原点である。原子力の活用に当たっては、安全性の確保が大前

提であり、「安全神話」に二度と陥らないとの教訓を肝に銘じなければならな

い。

・原子力は、天候に左右されず一定出力で安定的に発電可能な脱炭素電源であ

り、増加が見込まれる電力需要のニーズに、原子力という電源の持つ特性は合

致する。

・国民からの信頼確保に努め、安全性の確保を大前提に、必要な規模を持続的に

活用していく。

・既設炉については、新規制基準に適合すると原子力規制委員会が認めた原子力

発電所についてのみ再稼働を進める。

・今後も原子力利用を進めていく上で、立地地域との共生に向けた取組が不可欠

であることから、丁寧な対話を通じた認識の共有・信頼関係の深化に取り組む

とともに、地域の持続的な発展に向けた取組を進めていく。

（ウ）火力

・火力は温室効果ガスを排出するという課題もある一方、足下の供給の７割を満

たす供給力、再生可能エネルギー等による出力変動等を補う調整力、系統の安
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位置付け 背 景 現状・課題 目指す姿 具体的取組 数値目標

定性を保つ慣性力・同期化力等として、重要な役割を担っている。

・火力全体で安定供給に必要な発電容量（kW）を維持・確保しつつ、非効率な石

炭火力を中心に発電力（kWh）を減らしていく。具体的には、トランジション手

段としてのＬＮＧ火力の確保、水素・アンモニア、ＣＣＵＳ等を活用した火力

の脱炭素化を進める。

ウ 次世代エネルギーの確保／供給体制

・水素等（アンモニア、合成メタン、合成燃料を含む。以下同じ）は、幅広い分野

での活用が期待される、カーボンニュートラル実現に向けた鍵となるエネルギー

である。

・水素等の技術開発により競争力を磨くとともに、世界の市場拡大を見据えて先行

的な企業の設備投資を促していく。

・社会実装に向けては、2024 年５月に成立した水素社会推進法等に基づき、「価格

差に着目した支援」等によりサプライチェーンの構築を強力に支援していく。

・国内外を含めた低炭素水素等の大規模な供給と利用に向けては、規制・支援一体

的な政策を講じ、コストの低減と利用の拡大を両輪で進めていく。

・また、バイオ燃料についても、化石燃料と比べて低炭素な燃料であることから、

次世代バイオ燃料の国産化に向けた技術開発に関する取組を進める。
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＜第６次と第７次のエネルギー基本計画の比較＞
＜主な方向性＞

＜エネルギー需給見通し＞

項目 第６次エネルギー基本計画 第７次エネルギー基本計画

基本方針
Ｓ＋３Ｅ
（安全性の確保、エネルギー安定
供給、環境適合性、経済効率性）

Ｓ＋３Ｅ
（安全性の確保、エネルギー安定供給、
経済効率性、環境適合性）
※経済が前に、環境が後に変更

電力需要 横ばいを想定 ＤＸ、ＧＸ進展により増加を見込む

原子力 原発依存度の低減
安全保障に寄与する脱炭素効果が高い
電源と位置付け
必要な規模を持続的に活用

再生可能エ
ネルギー

主力電源化の徹底 主力電源化の徹底

項目
2023 年度
（実績）

第６次計画での
2030 年目標

第７次計画での
2040 年見通し

温室効果ガス削減割合 22.9％ 46％ 73％
最終エネルギー消費量 30,000 万 kl 28,000 万 kl 26,000～27,000 万 kl

必要な発電電力量 9,877 億 kWh 9,340 億 kWh
1.1～1.2 兆 kWh

（ＤＣ増等による需
要増に対応）

電源
構成

再生可能エネルギ

ー
22.9％

2，261 億 kWh
36～38％

3,360～3,530 億 kWh
４～５割程度

4,400～6,000 億 kWh

内

訳

太陽光
9.8％

965 億 kWh
14～16％

1,290～1,460 億ｋWh

23～29％

2,530～3,480 億 kWh

風力
1.1％

105 億 kWh
5％

510 億 kWh

4～8％

440～960 億 kWh

水力
7.6％

749 億ｋWh
11％

980 億 kWh

8～10％

880～1,200 億 kWh

地熱
0.3％

34 億 kWh
1％

110 億 kWh

1～2％

1,290～1,460 億 kWh

バイオマス
4.1％

408 億 kWh
5％

470 億 kWh

5～6％

550～720 億 kWh

水素・アンモニア － １％ －

原子力 8.5％ 20～22％ ２割程度

火力 68.6％ 41％ ３～４割程度
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位置付け 背 景 現状・課題 目指す姿 具体的取組 数値目標

（３）ＧＸ2040 ビジョン

・国は、2023 年に「ＧＸ推進法」・「ＧＸ脱炭素電源法」を成立させ、「脱炭素成長型

経済構造移行推進戦略」（ＧＸ推進戦略）の閣議決定を行い、ＧＸ実現に向けた「成

長志向型カーボンプライシング構想」等の新たな政策を具体化してきた。

・このビジョンは、エネルギー、ＧＸ産業立地、ＧＸ産業構造、ＧＸ市場創造を総合

的に検討し、できる限り事業環境の予見性を高め、日本の成長に不可欠な付加価値

の高い新たな産業の創出や産業競争力を支える基幹産業のサプライチェーンの高

度化につながる国内投資を後押しするために示されたものである。

・目指す産業構造や成長のため、エネルギー政策と一体となり、エネルギーの安定供

給確保、経済成長、脱炭素を同時実現するため、ビジョンで示す方向性に沿って政

策の具体化を進めていく、としている。

＜ＧＸ2040 ビジョンのうち、特にエネルギー分野と関連のある部分＞

ア ＧＸ産業構造

（ア）目指す産業構造

・ＧＸ分野での投資を通じて、

革新技術を活かし新たなＧＸ事業が次々と生まれ、日本の強みである素材から

製品にいたるフルセットのサプライチェーンが、脱炭素エネルギーの利用やＤ

Ｘによって高度化された産業構造を目指す。

⇒これにより国内外の有能な人材・企業が日本で活躍できる社会を目指す。

（イ）カギとなる取組

・国内外の学術機関等と提携したイノベーションの社会実装や政策協調

：学術機関との提携等を積極的に進め、日本の次の飯のタネになりうる「フロン

ティア領域の金の卵」を探索、特定するとともに、それらを国内に裨益ある形

で育成し、商用化につなげ、新たな産業を創出していく。

・ＧＸ産業につながる市場創造

：カーボンニュートラルへの取組においては、新たな脱炭素エネルギーに転換さ

れる規模・タイミング・コストなどの面で不確実性が高く、安定した需要を生

み出しづらいため、官民を挙げて国民が受容できる市場環境を整備するととも

に、サプライチェーン全体で需要創出に着目した取組を進める。具体的には、

ＧＸ価値の見える化、ＧＸ製品の民間企業の調達促進、公共調達等、ＧＸ製品・

サービスの調達を促すための支援等に取り組む。

・中堅・中小企業のＧＸ

：中堅・中小企業が簡易にエネルギー消費量や排出量を算定・見える化を行える

よう、省エネルギー診断の充実等を行う。中堅・中小企業の取組を金融機関や

支援機関等が連携してサポートする、地域におけるプッシュ型の支援体制の構

築を進める。
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イ ＧＸ産業立地

・2040 年に向け、新たな成長産業として、ペロブスカイト太陽電池、革新的蓄電池

に加え、半導体、ＤＣなど、脱炭素電力等のクリーンエネルギーを利用した製品・

サービスが付加価値を生むＧＸ産業が、日本経済の牽引役として期待される。

・脱炭素電力等のクリーンエネルギーの供給拠点には地域偏在性があることから、

「エネルギー供給に合わせた需要の集積」という発想が必要になる。

・ＧＸ産業への転換が求められるタイミングで、効率的・効果的にスピード感をも

って、「新たな産業用地の整備」と「脱炭素電源の整備」を進め、今後の地方創生

と経済成長につなげていくことを目指す。

ウ 現実的なトランジションの重要性

・2050 年のカーボンニュートラルに向けた決意は揺るがず、世界各国とも協調しな

がら取組を進める。

・2050 年カーボンニュートラルを目指した移行期間においては、化石燃料を基盤と

した経済社会構造を直ちに転換することは困難であり、段階的な取組が求められ

る。脱炭素化に向けたイノベーションを起こしながら、各国の事情に応じて、現

実解として導入できる技術を取り入れ、地球規模での脱炭素化への歩みを進める。

・これらの取組にあたっては、経済成長との両立が大前提となるが、グローバル化

が進み、生産拠点の海外移転が容易となった現代においては、諸外国との相対的

なエネルギー価格差は、自国産業の維持・発展にとって極めて重要な課題となる。

・経済合理的な対策から優先的に導入していくという視点が不可欠であり、Ｓ＋３

Ｅの原則に基づき、脱炭素化に伴うコスト上昇を最大限抑制すべく取り組んでい

く。

エ ＧＸを加速させるためのエネルギーをはじめとする個別分野の取組

・エネルギー分野をはじめとする個別分野（エネルギー、産業、くらし等各分野）

について、分野別投資戦略、エネルギー基本計画等に基づきＧＸの取組を加速す

る。

（ア）エネルギー関連

・国際エネルギー情勢の変化を受け、エネルギー安全保障に重点を置いた政策を再

構築する。

・再生可能エネルギーを主力電源として最大限導入するとともに、特定の電源や燃

料源に過度に依存しないようバランスのとれた電源構成を目指す。

・徹底した省エネルギー、製造業の燃料転換などに加え、再生可能エネルギー、原

子力などの脱炭素電源を最大限活用する。

・再生可能エネルギーについては、ペロブスカイト太陽電池、浮体式を含む洋上風

力、次世代型地熱等の開発・社会実装を進める（ペロブスカイト太陽電池：2040

年までに約 20GW の導入、洋上風力発電：2040 年までに 30GW～45GW の案件形成）。
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位置付け 背 景 現状・課題 目指す姿 具体的取組 数値目標

・原子力については、安全性の確保を大前提に再稼働を加速するとともに、廃炉を

決定した事業者が有する原発サイト内における次世代革新炉への立て替えを具

体化していく。

・2040 年に向け、次世代エネルギー源やＣＣＳ等の導入を進める上でも、経済合理

的な対策から優先的に講じていくと言った視点が不可欠である。

・Ｓ＋３Ｅの原則に基づき、脱炭素化に伴うコスト上昇を最大限抑制するべく取り

組んでいく。

（イ）脱炭素化困難分野

・革新電炉への転換や水素製鉄プロセスの導入、石炭自家発電設備等の燃料転換等

を促進する。

（ウ）蓄電池

・2030 年まで国内製造基盤 150GWh／年の確立に向けて投資促進策を講じる。

・全固体電池の研究開発及びサプライチェーン全体での生産技術開発の加速の支援

等に取り組む。

（エ）次世代自動車

・多様な選択肢の追求を基本方針とし、電動車の開発・性能向上や導入を促しつつ、

クリーンエネルギー自動車や商用電動車、電動建機の導入を支援する。

オ 成長志向型カーボンプライシング構想

・事業者の予見性を高め、ＧＸ投資の前倒しを促進するための支援・制度を一体的

に講じていく。

・20 兆円規模のＧＸ移行債を発行し、ＧＸのための先行投資を支援する。

・2028 年度から化石燃料賦課金導入、2026 年度から排出量取引制度を本格稼働、

2033 年度からは発電事業者への有償オークションを導入。段階的にカーボンプ

ライシングを導入していく。

12



第３章 本県が直面する課題

１ 本県の現状等

（１）ＧＸによる産業振興

ア 産業の電化・カーボンニュートラル化

（ア）中小企業の脱炭素への対応

・2022 年に企業脱炭素化支援センターが実施した「静岡県内中小企業の脱炭素化

への取組に係る実態調査」によると、脱炭素化の取組の必要性を認識している

企業が９割近くに上るものの、既に取り組んでいる企業は 42.5％と半数以下

に留まっている。この調査の中で、「脱炭素化に取り組まない理由」としては、

「取り組むべき内容・方策が不明なため」が 46.8％と最も多く、「取り組むた

めの投資やコスト負担が大きいため」（29.9％）、「自社のＣＯ２排出量は多

くないため」（27.3％）がこれに続いている。

・脱炭素の取組は、「知る」「測る」「減らす」の順で実行していく必要がある。

脱炭素について情報収集した上で、自社等の温室効果ガス排出量を把握し、そ

の上で、自社に合った対応策を検討していく必要があるが、前述の「実態調査」

によると、温室効果ガス排出量算定に取り組んでいる企業は、38％にとどまっ

ている。

（イ）自動車産業（車両の電動化）

・自動車産業をはじめとする輸送機器は、本県の製造品出荷額（2022 年、約 19 兆

円、全国第３位）の約４分の１（約 4.6 兆円）を占めており、名実ともに本県

の基幹産業である。このため、世界的な車両の電動化の流れは本県経済に大き

な影響を与えている。

・国内の乗用車保有台数（約 6,198 万台）のうち、約 80％がガソリン車、ディー

ゼル車で、電気自動車（ＢＥＶ）、プラグインハイブリッド車（ＰＨＥＶ）、

燃料電池自動車（ＦＣＥＶ）は全体の１％未満である（2024 年３月時点）。

・新車乗用車販売台数のうち、約 36％がガソリン車とディーゼル車で、約 64％が

次世代自動車となっている。次世代自動車の販売台数が伸びてきているものの、

そのほとんどはハイブリッド車（ＨＥＶ）である（2024 年１年間の実績）。

・県内の状況は、ＢＥＶ、ＰＨＥＶが約１万５千台、ＦＣＥＶが 149 台と、目標

値（2030 年度 413,140 台）と乖離がある。また、ＥＶ充電施設は 1,237 基、水

素ステーションは 6基となっている（2024 年３月時点）。

（ウ）カーボンプライシング

・2026 年度からの排出量取引制度の本格稼働、2028 年度からの化石燃料賦課金

の導入など、今後、カーボンプライシングの動きが本格化する。

・本県でも、省エネルギー設備の導入・再生可能エネルギーの利用によるＣＯ２
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背 景 現状・課題 目指す姿 具体的取組 数値目標位置付け

等の排出削減量や、適切な森林管理によるＣＯ２の吸収量を「クレジット」とし

て国が認証する「J-クレジット制度」への関心が徐々に高まっており、森林吸収

を中心にＪ-クレジット創出の取組が始まっている。

イ 水素需要の拡大

・水素の利活用を通じ、発電・輸送・産業など様々な分野の脱炭素化が期待され、

全国で地域特性に応じた水素社会実現モデルの構築が進んでいる。県内では、Ｅ

ＮＥＯＳ Ｐｏｗｅｒ株式会社とＥＮＥＯＳ株式会社が清水製油所跡地を中心

に、メガソーラー、水素ステーション、エネルギーマネジメントシステム等から

構成される次世代型エネルギー供給プラットフォームを令和７年３月に開所し

た（同年５月に当該施設の名称を「ＥＮＥＯＳみらいコネクト」に決定）。

・国際拠点港湾であり、ＥＮＥＯＳみらいコネクトに隣接する清水港では、官民一

体となってカーボンニュートラルポートの形成を進めており、水素・燃料アンモ

ニア等の受入環境の整備やサプライチェーン構築等を推進している。

・モビリティ分野では、県内にＦＣＶ149 台が導入され、水素ステーション６基が

整備されている（2024 年３月時点）。

ウ 次世代技術の開発支援、関連分野へのビジネス参入促進

・再生可能エネルギーや蓄電池等の創エネ・蓄エネに関する技術開発を促進し、エ

ネルギーを軸とした新たな次世代産業を創出することを目的として、2018 年に

産学官金による「静岡県創エネ・蓄エネ技術開発推進協議会」を創設した（会員

数 284 者・団体：2025 年９月時点）

・個別分野での取組としては、「静岡県創エネ・蓄エネ技術開発推進協議会」の中

に、水素エネルギー関連産業への参入を目指すための「水素部会」と、次世代型

太陽電池関連産業への参入を目指すための「次世代型太陽電池部会」をそれぞれ

創設した（会員数水素部会 98 者・団体、次世代型太陽電池部会 50 者・団体：2025

年９月時点）。

（２）脱炭素電源（再生可能エネルギーの効果的な導入）

ア 地域と共生した再生可能エネルギーの導入拡大

（ア）再生可能エネルギー

ａ 総論

・世界では、再生可能エネルギーは発電コストが急速に低減し、コスト競争力の

ある電源となってきており、導入量が急増している。

・日本は、陸上の平地面積が小さく、洋上は急峻な海底地形であるなど、地理的

制約があり、導入適地は限定的である。そのような中でも、日本の電源構成に

占める再生可能エネルギー比率は 22％にまで拡大し、導入容量は再生可能エネ

ルギー全体で世界第６位となるなど、導入は確実に進展している。
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・本県では、良好な日照環境を生かして、太陽光発電の導入がＦＩＴ開始後約６倍

まで増加し、再生可能エネルギー導入拡大を牽引してきた。これにより、県内の

電力消費量に対する再生可能エネルギー等の導入量も増加し、約４分の１を占め

るまでに拡大してきた。

ｂ 太陽光発電

・太陽光発電の導入量は 2023 年度（令和５年度）に原発 2.5 基分に相当する 255.9

万 kW となり、従前のエネルギー総合戦略の 2030 年度目標値に向けて、順調に推

移してきたが、導入適地の減少等から、数値の伸びが鈍化している。

・メガソーラーの建設を巡っては、全国はもとより、県内でも伊豆地域を中心に景

観の悪化や騒音、災害への懸念から住民の反対運動が顕在化している。県では、

太陽光発電設備の規制導入を図るため、モデルガイドラインを作成し、2018 年 12

月に公表している。2025 年９月現在、24 の市町が条例を制定し、ガイドラインま

で含めれば、８割が独自の規制を実施しており、地域の実情に応じた対応がなさ

れている。

・また、太陽光発電設備の寿命は 20～30 年であり、2012 年のＦＩＴ開始以降導入

拡大が続いてきたが、2030 年以降に寿命を迎え、大量に使用済太陽光パネルが排

出されると想定されている。

ｃ 小水力発電、バイオマス発電

・小水力発電は、県東部を中心に導入が進み 2024 年３月時点で 1.4 万 kW に達して

いる。また、バイオマス発電は、海外から輸入した木質チップを燃料とする大規

模な発電所が建設され、2024 年３月時点で 13.6 万 kW となったが、今後の具体的

な導入計画は少なく、更なる設備容量の増加は限定的である。

ｄ 風力発電

（ａ）陸上風力発電

・県内では、伊豆や西部地域を中心に、恵まれた風況を活かして導入が進んできた

が、大規模な発電設備は、景観や環境へ与える影響が大きく、近年は新規の導入

は進んでいない。

（ｂ）洋上風力発電

・国は第７次エネルギー基本計画で洋上風力を「再生可能エネルギーの主力電源化

に向けた「切り札」と位置付け、「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係

る海域の利用の促進に関する法律（以下「再生可能エネルギー海域利用法」とい

う。）」に基づき導入を進めている。

・全国では、再生可能エネルギー海域利用法の促進地域に長崎、秋田などの 12 海

域が指定され、このうち 10 海域で事業者が選定済みである（2025 年７月 30 日時
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背 景 現状・課題 目指す姿 具体的取組 数値目標位置付け

点）。

・県では、2024 年度に環境配慮が必要な自然的・社会的状況を調査し、保全すべき

エリアや立地困難としている区域等を整理したところ、遠州灘沖において導入ポ

テンシャルがあることを確認した。

ｅ 地熱発電

・地熱発電は、安定的に発電を行うことが可能なエネルギー源であり、地域資源の

有効活用を通じて産業振興や地域社会に貢献し、地域活性化にも資するものであ

るため、第７次エネルギー基本計画でも地熱発電の導入拡大や次世代型地熱の社

会実装加速化を掲げている。

・全国では、国が全面的に支援する地熱フロンティアプロジェクトや、独立行政法

人エネルギー・金属鉱物資源機構（ＪＯＧＭＥＣ）による支援体制の強化により、

地熱開発の加速化を図っている。

・県内では、活動年代の若い火山が多数分布する伊豆地域において、地熱発電の可

能性が期待されるが、2025 年 10 月時点で発電施設はなく、事業の計画も予定さ

れていない。

（イ）火力発電の脱炭素化等

・国は 2030 年に向け、非効率な石炭火力について、省エネ法や容量市場等の制度的

枠組みを活用し、事業者の自主的な取組によるフェードアウトを促進していくとし

ている。国内にある石炭火力発電所 150 基のうち、低効率の旧式発電所 118 基を対

象としている。

・本県に火力発電所は存在しないが、本県を主な供給エリアとする東京電力、中部電

力が出資するＪＥＲＡ所有のものでは、愛知県の碧南火力発電所の２基が対象とな

っておりＪＥＲＡはこの２基（１号機、２号機）を廃止する方針を打ち出している。

・一方で、碧南発電所の４号機では、アンモニアを火力発電所の燃料に混ぜることで、

ＣＯ２の削減を目指す実証実験を 2023 年に開始している。

（ウ）原子力発電

・東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえた新規制基準に基づき、安全対

策の強化が進められ、全国では新規制基準に適合すると認められた川内、高浜、伊

方、大飯、玄海、美浜、女川及び島根において、14 基の原子力発電所が稼働してい

る（2025 年８月時点）。

・本県に立地している浜岡原子力発電所には、１号機から５号機まで５つの発電設備

があるが、１号機及び２号機については、2009 年１月に運転を終了し、原子炉等規

制法に基づく廃止措置が進められている。

・東京電力福島第一原子力発電所事故の発生後、中部電力(株)は、2011 年５月に国か

らの要請に基づき浜岡原子力発電所全号機の運転を停止し、2025 年８月現在も停止
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中である。

・なお、中部電力(株)は、2014 年２月に４号機、2015 年６月に３号機について、新規

制基準への適合性審査の申請を行い、原子力規制委員会において審査が行われてい

たが、2026 年１月に公表された基準地震動策定に係る不正行為の発生により、現

在、審査は停止している（2026 年１月時点）。

イ 再生可能エネルギーの有効活用

（ア）系統用蓄電池

・国は 2022 年に電気事業法を改正し、1万 kW 以上の系統用蓄電池から放電する事業

を「発電事業」と位置付け、発電事業者に対する規制と同様の規制を課すとともに、

補助金を通じた導入支援を実施している。

・天候等により出力が変動する再生可能エネルギーを安定的に活用するためには、余

剰電力を蓄え、不足時に供給することができる蓄電池の導入が不可欠であり、再生

可能エネルギーの更なる導入増加に伴い、蓄電池の重要性は一層増していくと考え

られる。

・国の補助金を受けた系統用蓄電池の整備については、県内では、浜松市内で１件が

10 月に運転を開始し、静岡市内で１件が計画中である（2025 年 10 月時点）。

（イ）マイクログリッド等

・清水港の日の出地区において、鈴与商事株式会社が太陽光発電設備、大型蓄電池等

を導入し、地域マイクログリッドを構築・運用する予定である（2026 年３月開始見

込み）。

・ＥＮＥＯＳ Ｐｏｗｅｒ株式会社とＥＮＥＯＳ株式会社が清水製油所跡地を中心に

設置した「ＥＮＥＯＳみらいコネクト」は、自営線で周辺施設に電力を供給してお

り、災害時に停電した場合はマイクログリッド化するものである。

（ウ）熱利用

・日本全体、静岡県内ともに、2022 年度の最終エネルギー消費量のうち約７割を非電

力が占めており、非電力の多くが産業プロセスでの加熱や、家庭での給湯、暖房等

の熱として利用されている。

（３）徹底した省エネルギーの推進

・2023 年５月のＧ７広島首脳会合では、省エネルギーが「第一の燃料（first fuel）」

として位置付けられ、「クリーンエネルギー移行に不可欠な要素」とされた。

・ＣＯＰ28 のＳＴ（Global Stocktake）決定文書には、2030 年までに世界のエネル

ギー効率の改善率を世界平均で２倍とする内容が盛り込まれるなど、省エネルギー

の重要性が世界でも再認識されている。

・日本では、石油危機を契機として省エネルギー法が制定されて以降、規制と支援を
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背 景 現状・課題 目指す姿 具体的取組 数値目標位置付け

一体的に講ずることで、徹底した省エネルギーに向けた取組を一貫して推進してき

た。こうした取組の成果もあり、日本のエネルギー消費効率は、1970 年代の石油危

機以降４割改善し、世界的にも高い水準にある。

・本県でも、中小企業等の省エネルギー設備導入に対する支援や、県有建築物ＺＥＢ

化設計指針に基づく県有建築物の徹底した省エネルギー化等の推進などを行って

いる。
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＜本県の再生可能エネルギー導入量の推移＞

＜地域別の導入状況＞

・再生可能エネルギーの導入状況については、各地域において特徴が見られ、地域資源

を有効活用しながら導入拡大を図ることが求められる。

（伊豆地域）

・再生可能エネルギー導入量は 31.2 万 kW で、風況にも恵まれ風力発電の導入も進んだ

が、豊かな自然環境との共生という課題がある。温泉熱発電は 2023 年度に廃止され

たため、現時点で県内には存在していない。

（東部地域）

・再生可能エネルギー導入量は 50.7 万 kW で、2022 年度に田子の浦港に設置されたバ

イオマス発電の設置が導入量に大きく寄与している。

（中部地域）

・再生可能エネルギー導入量は 62.2 万 kW で、食品廃棄物等を活用したバイオマス発電

や、大井川から取水した農業用水を活用した小水力発電の導入が進められている。

（西部地域）

・再生可能エネルギー導入量は 144.8 万 kW で、４地域で最も多い。全国屈指の日照環

境に恵まれた地域であるため、太陽光発電の導入が進んでおり、導入量の 93.6%が太

陽光となっている。また、風況にも恵まれ、風力が 6.3%を占める。

区 分

2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度

設備

容量

(万 kW)

原油

換算

(万 kl)

設備

容量

(万 kW)

原油

換算

(万 kl)

設備

容量

(万 kW)

原油

換算

(万 kl)

設備

容量

(万 kW)

原油

換算

(万 kl)

設備

容量

(万 kW)

原油

換算

(万 kl)

発
電

太陽光 210.7 29.5 226.3 31.7 238.3 33.3 249.8 35.0 255.9 35.8

風力 19.1 4.0 19.1 4.0 18.9 3.9 18.7 3.9 18.7 3.9

バイオマス 5.0 3.1 5.0 3.1 5.0 3.1 13.6 8.5 13.6 8.5

中小水力 1.3 0.6 1.3 0.6 1.3 0.6 1.4 0.7 1.4 0.7

温泉熱 0.01 0.0069 0.01 0.0069 0.01 0.0069 0.01 0.0069 0 0

熱
利
用

太陽光 － 7.2 － 7.2 － 7.2 － 7.2 － 7.2

バイオマス － 5.3 － 5.3 － 5.3 － 5.3 － 5.3

合 計 － 49.7 － 51.9 － 53.5 － 60.5 － 61.4
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背 景 現状・課題 目指す姿 具体的取組 数値目標位置付け

西部地域 144.8 

中部地域 62.2 

東部地域 50.7 

伊豆地域 
31.2 

再エネ導入量（電力、万kWh）の比較（2023年）

太陽光

太陽光

太陽光

太陽光

風

力

風力

風力

バイオマス

バイオマス

バイオマス

中小水力

中小水力

中小水力

中小水力

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 
万kWh

西部地域

中部地域

東部地域

伊豆地域

地域別再エネ導入状況（電力）

太陽光 風力 バイオマス 中小水力
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２ 課題

（１）ＧＸによる産業振興

ア 産業の電化・カーボンニュートラル化

（ア）中小企業の脱炭素への対応

○温室効果ガス排出量の把握

脱炭素化を実行していく上でのファーストステップと言える自社の温室効果ガ

ス排出量を把握する取組を推進していく必要がある。

○サプライチェーンを含む産業全体での脱炭素化

2050 年カーボンニュートラル実現には、非電力部門の電化を進めること、電化が

難しい熱需要に対しては水素等の活用による脱炭素化が必須である。

産業部門においては、製造業で使用される生産設備等が高額である上に、耐用年

数が一般的に 30～40 年と長期であることから、設備更新のタイミングでの電化や

ガス転換といったエネルギー転換を確実に進める必要がある。

（イ）自動車産業（車両の電動化）

○世界的に進展が見込まれる電化への対応

アメリカ合衆国及び欧州連合（ＥＵ）の政策の転換など、世界的にＢＥＶ、ＰＨ

ＥＶの普及は減速しているものの、長期的な視点では、世界的に電動化の流れは進

んでいくものと見込まれる。我が国においても、2035 年までに、軽自動車を含む乗

用車の新車販売を全て電動車（ＨＥＶ、ＰＨＥＶ、ＢＥＶ、ＦＣＥＶ）とする目標

が示されている。

県内には、自動車関連部品の製造に関わる企業が集積しており、世界的な電動化

の潮流を適切に捉え、次世代自動車の電動化・デジタル化に関する技術開発や、サ

プライチェーンの上流からの脱炭素化に対する要請に対応する必要がある。

○次世代自動車の低価格化、インフラ等の環境整備

ＢＥＶ等の次世代自動車は、蓄電池の価格が高いことなどによる車両価格の高止

まりや走行距離が短いこと、充電インフラの偏在・空白地域があることなどから、

普及が進んでいない（2024 年新車販売におけるＢＥＶ・ＰＨＥＶは約３％）。ＢＥ

Ｖ等の次世代自動車の普及拡大には、技術革新による価格低下と充電設備の充足が

必要である。

（ウ）カーボンプライシング

○Ｊ－クレジット取引の活性化と地産地消の推進

Ｊ－クレジットについては、排出量取引制度導入を控え、価格は上昇傾向にある

一方、創出・活用双方の側に課題があり、十分な普及には至っていない。

創出側の課題として、創出に一定程度の費用と時間がかかること、要したコスト
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背 景 現状・課題 目指す姿 具体的取組 数値目標位置付け

に見合う価格で販売できるかわからないこと、創出に向けた具体的作業がわからな

いことなどがあり、活用側では、制度内容や活用のメリットなど J-クレジット制度

が十分に認識されていないこと等が挙げあられる。

また、地域の脱炭素化を考慮すれば、地域で創出されたＪ－クレジットが地域

で活用される「Ｊークレジットの地産地消」を推進していく必要がある。

イ 水素需要の拡大

○水素エネルギー活用のコストの低減

水素は、国はスケールメリットと技術革新によるコスト削減を目指しているもの

の、現状では、従来の化石燃料と比較して製造コストが高くなっている。また、貯

蔵や輸送方法といった水素のサプライチェーンもコスト高の大きな要因となって

いる。

○水素需要の創出

水素社会の実現には、エネルギーとしての水素の活用先の開拓が必要で、そのた

めの技術革新が求められる。

また、モビリティ分野での導入拡大には、ＦＣＶや水素燃料の供給量が少なく、

コストも高いことや、ユーザーの利用方法に応じた水素ステーションの整備等多く

の課題があり、需要側・供給側ともに業界を超えた連携が必要である。

ウ 次世代技術の開発支援、関連分野へのビジネス参入促進

○静岡県創エネ・蓄エネ技術開発推進協議会の取組

協議会では、会員同士のマッチングにより個別ワーキンググループを形成し、

新たな技術や製品の検討を行っているが、技術開発、製品化につながった件数が

伸び悩んでおり、活動の活性化に向けて、コーディネーターによる技術指導や研

究助成などの支援が必要である。

（２）脱炭素電源（再生可能エネルギーの効果的な導入）

ア 地域と共生した再生可能エネルギーの導入拡大

（ア）再生可能エネルギー

ａ 総論

○再生可能エネルギー設備が導入できる適地の確保、地域との共生

2050 年カーボンニュートラルの実現には、再生可能エネルギーの導入を効率的

に拡大させることが必須であり、メガソーラーや洋上風力などの大型設備が有効で

ある一方、大型設備は地域住民の生活に及ぼす影響が大きく、環境や地域との共生

を図る必要がある。

地域との共生には、環境影響への配慮はもちろんのこと、単なる再生可能エネル

ギー導入だけでなく地域課題を同時に解決するなどの取組が求められる。効率的か
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つ地域と共生した導入を追求していく必要がある。

○特定のエネルギー源に偏らない再生可能エネルギーの導入

大規模な適地が少なくなる中、導入拡大に向けては、あらゆる選択肢を考慮して

いかなければならない。

異なる種類の再生可能エネルギーを組み合わせることは、出力の変動を抑え電力

供給の安定性を高めていく面でも重要な取組である。

＜主な再生可能エネルギーごとの特徴（※）＞

（※）設備の規模等によっては、上記特徴と異なる場合がある

ｂ 太陽光発電

○環境負荷の少ない箇所への導入

導入適地の減少を受け導入量の伸びが鈍化していることから、自治体が所有す

る遊休地やため池等の環境負荷の少ない箇所への導入を進める必要がある。

また、従来設置が進んでいなかった耐荷重の低い建築物の屋根や壁面等への設

置が可能となるペロブスカイト太陽電池に代表される次世代型太陽電池などの新

たな技術の導入・普及についても、国や民間の動きを注視しながら、積極的に取

り組む必要がある。

再生可能エ

ネルギー
安定性 経済性 環境適合

太陽光
天候に依存

昼間のみ発電

リードタイム短

発電期間 20～30 年

広い面積が必要

景観、反射等生活

環境への影響

林地開発、廃棄問題

水力 安定供給可

リードタイムは規模

により大きく異なる

発電期間 50 年以上

河川環境への影響

バイオマス
安定供給可

（燃料確保に課題）

リードタイム中

発電期間 20 年弱

燃料費が継続

騒音等生活環境

への影響

燃料確保のための

環境負荷

風力

(洋上想定)
風に依存

リードタイム長

発電期間 30 年

開発費用大

漁業、鳥類、海洋

生物等への影響

地熱 安定供給可

リードタイム長

発電期間 50 年以上

開発費用大

温泉への影響

林地開発
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背 景 現状・課題 目指す姿 具体的取組 数値目標位置付け

○卒ＦＩＴが卒太陽光発電につながらないための仕組みづくり

これまで再生可能エネルギー拡大の牽引役であり、ＦＩＴ制度により急速に拡

大した太陽光発電施設のうち、住宅用については、2019 年 11 月以降、卒ＦＩＴ

（ＦＩＴ期間満了）者が発生している。卒ＦＩＴを迎え、設備（一部は耐用年数

が 10 年と言われる）が故障した場合等の“卒”太陽光発電が危惧される。

また年々、買取価格が低下（2012 年度：42 円/kWh⇒2024 年度：16 円/kWh）し

ていることもあり、現状でも課題となっている既設住宅への設置を中心に、新規

導入が頭打ちとなっていることから、卒ＦＩＴが卒太陽光発電につながらないた

めの仕組みづくりが必要である。

〇使用済太陽光パネルの再資源化

太陽光パネルの推計排出量は 2030 年代半ばから増加し、最大 50 万トン/年程度

まで達する見込みである。これが全て直接埋立処分された場合、2021 年度の最終

処分量 869 万トン/年に対して約５％に相当する。

最終処分量を削減するためには、使用済太陽光パネルの再資源化を着実に進め

る必要がある。

ｃ 小水力発電、バイオマス発電

○小水力発電における適地の減少による小規模化、奥地化

水力発電は、有望な開発地点から優先的に開発されており、現在残されている

開発地点は奥地化・小規模化している。今後は、出力が小さいもの、奥地化によ

り仮設や進入路、送電設備整備に係る経費等が増加することがと想定される。奥

地化による建設経費の増加や、出力の小規模化による収益性の低下により、事業

採算性の確保が課題となる。

○バイオマス燃料の供給不安、価格高騰

世界最大の木質ペレット製造会社のアメリカ合衆国のエンビバ社が資金繰りの

悪化から、民事再生手続きに入るなど、バイオマス燃料の供給が不安定化し、国

際的に燃料価格の高騰が見られる。

伐採・搬出・輸送・加工等に係る人件費、エネルギーコスト、燃料材製造機器

に関する維持費などの上昇を背景に、国産木質バイオマス燃料の価格も高騰傾向

にあり、安定供給と価格低減につながる技術開発や国内供給体制の構築が必要で

ある。

ｄ 風力発電

（ａ）陸上風力発電

○地域との共生

大規模な発電設備は、景観や環境へ与える影響が大きいという課題がある。シ
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ャドウフリッカーや騒音等生活環境への影響やバードストライクや発電設備設置

のための林地開発等自然環境への影響等が懸念されることが多く、地域との共生

が求められる。

（ｂ）洋上風力発電

○関係者との調整

再生可能エネルギー海域利用法では、促進区域指定のためには都道府県から国

へ情報提供する必要があるが、この前提として、利害関係者を特定し、国が設置

する法定協議会へ参加し議論していくことに対して利害関係者から同意が得られ

ている必要がある。

洋上風力発電の導入に当たっては、主要な利害関係者である漁業者や自治体な

ど、様々な関係者の御意見を踏まえて丁寧に検討を進め、関係者間の合意形成を

図る必要がある。

ｅ 地熱発電

○温泉との関係

一般的に地熱発電には、開発リスク、開発コストの高さ、リードタイムの長

さ、地元調整等の課題がある。

開発の面では、現時点において、期待される伊豆地域の中での具体的なポテン

シャルは不明なことから、まずは地熱開発の有望地域を絞り込むための調査等を

行う必要がある。

一方、地元との関係では、地熱開発が温泉の源泉に及ぼす影響について、住民

からの懸念が想定されるため、影響の有無についての科学的な見解を含め、丁寧

かつ慎重な対応が求められる。

（イ）原子力発電

○ベストミックスの重要性

・今後、電力需要のますますの増加が見込まれる中、安全性(Safety)を大前提と

し、エネルギーの安定供給(Energy Security)・経済効率性(Economic

Efficiency)・環境適合(Environment)を同時達成するためには、原子力を含め

た様々なエネルギーをバランスよく組み合わせて、それぞれの特徴を最大限に

活用した電源構成、いわゆる「エネルギーミックス」が重要となる。

・また、エネルギーミックスにおける再生可能エネルギー、原子力、火力発電の

バランスは、エネルギー政策の「Ｓ＋３Ｅの原則」に加え、十分な脱炭素電源

の確保という、国はもとより地域における経済成長や産業競争力強化を左右す

る重要な課題であることから、国の力強いリーダーシップの下、「ベストミック

ス」の実現に向けて取り組むことが求められる。
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背 景 現状・課題 目指す姿 具体的取組 数値目標位置付け

イ 再生可能エネルギーの有効活用

（ア）蓄電池、マイクログリッド等

○再生可能エネルギーの出力変動への対応

天候により出力が変動する太陽光・風力発電等を安定電源として活用し、地域

のエネルギー需給を効率化するためには、再生可能エネルギーと蓄電池をエネル

ギーマネジメントシステムで組み合わせるＶＰＰ技術の社会実装が重要である。

また、近年多発する大規模災害により大規模・長期の停電が発生しており、従

来からの一極集中型エネルギー供給システムの問題点が露見している。大規模停

電に備えるには、住宅に発電設備と蓄電池を備えることが有効であるが、蓄電池

は価格が高く、普及の足かせになっていることから、蓄電池の価格低下が求めら

れる。

○蓄電池の生活環境への影響

一定規模以上の系統用蓄電池から放電する事業が発電事業に位置付けられたこ

とで、大規模な系統用蓄電池の計画が増えてきている。これに伴い、生活環境上

の課題として、騒音が懸念されるケースも出てきており、系統用蓄電池の適正な

導入について、検討していく必要がある。

（イ）熱利用

○再生可能な熱エネルギーや未利用熱の有効活用と、熱と電気の高効率利用による

分散型エネルギーシステムの構築

2050 年カーボンニュートラルには、電力の脱炭素化だけではなく、熱利用の効率

化や脱炭素化を図る必要があるが、太陽熱利用は、太陽光発電設備と競合すること

が多いこと、地下水熱、下水熱等はヒートポンプの普及が進まないこと等から、活

用が限定的である。

熱と電気を組み合わせて発生させるコージェネレーションは、熱電利用を同時に

行うことによりエネルギーを最も効率的に活用することができる方法の一つであ

るが、初期の設備投資が大きいことや、燃料価格の上昇などにより、導入が伸び悩

んでいるため、設備の価格低下や導入によるメリットの普及啓発が求められる。

（３）徹底した省エネルギーの推進

○産業・運輸部門での省エネルギー促進

ＧＸを通じてエネルギー安定供給、経済成長、脱炭素を同時に実現していくため

には、経済活動を低下させることなく、エネルギー効率の改善を進めていく必要が

ある。更なる省エネルギー推進のためには、建築物や設備の更新時に、省エネルギ

ー性能の向上や、マイクログリッド、コージェネレーション、ヒートポンプの導入

などのエネルギーの高度利用を進めていくことに加え、技術開発にも取り組む必要

がある。
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○業務（ビル・店舗など）、家庭での省エネルギー促進

電化により、電力需要が増加することが見込まれる中で、再生可能エネルギーの

導入拡大など供給側の対応だけでなく、使用する側での対応も不可欠なことから、

ライフスタイルやビジネススタイルの変革により省エネルギーを促進する必要が

ある。

国のデコ活、県のふじのくにＣＯＯＬチャレンジなどの国民、県民の運動の普及

に加え、セミナー等を通じた事業者の意識変革を促す取組が必要である。

○デジタル技術を活かした省エネルギー製品やサービスの開発

デジタル化の進展によりエネルギーの消費の効率化が期待されることから、デ

ジタル技術を活かした省エネルギー製品・サービスの開発が求められる。
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背 景 現状・課題 目指す姿 具体的取組 数値目標位置付け

第４章 目指す姿

１ 目指す姿

・世界では、カーボンニュートラル実現に向けたエネルギー転換を、自国の産業競争

力強化につなげる動きが見られることや、日本でも、経済政策とエネルギー政策の

一体的に推進していくこととしている。

・このような世界及び日本の潮流を踏まえ、本県においても、エネルギー産業の振興

に資する取組を強化するとともに多様な主体の連携を促進し、ＧＸを強力に推進す

ることで、県内経済の発展へ繋げていくとともに、2050 年カーボンニュートラル実

現に向けた歩みを確かなものとしていく。

・そのためには、今ある技術をもとにできることを直ちに実行する必要があるが、既

存技術の延長線だけでは達成困難であることから、2040 年を見据えた技術革新の

推進など、長期的な視点での取組も並行して実行していく。

・こうしたＧＸの取組により経済と環境が好循環していくことを通して、2050 年のカ

ーボンニュートラル社会の実現を目指す。

２ 目指す姿の具体的イメージ

経済と環境が好循環する「ＧＸ先進県しずおか」

2050 年カーボンニュートラル社会の実現
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３ 戦略の柱立て

・目指す姿の実現に向け、以下の３つの戦略により取り組む。

＜戦略１＞ ＧＸによる産業振興

生産過程で使用するエネルギー源を、化石燃料から電気への転換を図る

とともに、電力の脱炭素化を進める。特に、製造業における中小企業の脱

炭素化、本県の基幹産業である自動車産業の電動化への対応、水素需要の

拡大、データセンターの設置拡大への対応等、産業のカーボンニュートラ

ルへの取組を積極的に支援することで、クリーンエネルギー中心の産業活

動への転換による競争力強化を図る。

また、既存の技術のみではカーボンニュートラルの実現は困難なことか

ら、技術革新を推進し、これを活かした新たなＧＸ産業の創出や関連ビジ

ネスへの参入を支援する。特に、本県が強みを発揮できる分野を重点的に

育成し、クリーンエネルギー導入拡大の動きと連動させながら、ＧＸを着

実に推進する。

＜戦略２＞ 再生可能エネルギーの効果的な導入

適地が少なくなる中、導入拡大に向けて、地域との共生を前提に新たな

開発適地や、太陽光以外の電源の導入可能性の検討を進める。

再生可能エネルギー発電量の増加に伴う系統への出力制御が頻発する

現状を踏まえ、電力の自家消費やエコキュートの昼間シフトなど、需要側

の取組を推進するとともに、変動性再生可能エネルギーの調整力として期

待される蓄電池の活用や、出力制御の問題を解決するシステムづくりなど、

再生可能エネルギーの安定電源としての活用を進める。

また、単なる量的な拡大にとどめず、再生可能エネルギーの導入に他の

価値を付加することで、地域づくりやレジリエンスの強化といった地域課

題の解決につながるような効果的な導入を推進する。

＜戦略３＞ 徹底した省エネルギーの推進

普及啓発及び設備導入により、産業活動における徹底した省エネルギー

対策を進めることで二酸化炭素の排出を削減する。

産業活動の省エネルギー対策を進める上で必要となる省エネ診断等の

実践支援を推進する専門家の育成を推進していく。

マイクログリッドやコージェネレーションシステムなど、地域内でのエ

ネルギーの高度利用を推進する。
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背 景 現状・課題 目指す姿 具体的取組 数値目標位置付け

４ 目標

・ＧＸには、徹底した省エネルギーをした上で電化を進め、さらにはその電力を脱炭

素化することが求められる。

・このため、経済活動に係るエネルギー消費量の削減と、最終エネルギー消費量のう

ち電力の占める割合の向上に加え、再生可能エネルギーの導入量の拡大を図ること

を三位一体で進めることで、ＧＸを推進していく。

＜目標値＞

※１経済活動に係るエネルギー消費量削減率：家庭を除く、産業、運輸、業務部門の最終エネル

ギー消費量についての削減率

※２再生可能エネルギー導入量：太陽光発電、風力発電、水力発電、バイオマス発電、温泉熱発

電、太陽熱利用、バイオマス熱利用の原油換算の合計値

成果指標 現状値 目標値

経済活動に係るエネルギー消費量削減率

（2013 年度比）（産業＋運輸＋業務部門）※１

（2022 年度）

△14.6％

（2030 年度）

△28.6％

最終エネルギー消費量のうち電力の占める割合
（2022 年度）

31.8％

（2030 年度）

36.4％

再生可能エネルギー導入量※２
（2023 年度）

61.4 万 kl

（2030 年度）

73.7 万 kl
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第５章 具体的な取組

目指す姿に向けての具体的な取組

１ ＧＸによる産業振興

①クリーンエネルギー中心の産業活動への転換による競争力強化

（１）産業活動の電化・カーボンニュートラル化

ア 中小企業の脱炭素化

○プラットフォームを通じた企業の脱炭素化支援（中小企業全般）

・公益財団法人静岡県産業振興財団内に設置した「企業脱炭素化支援センター」

の取組を通じ、企業の脱炭素の取組の支援や普及啓発を図る。

・企業脱炭素化支援センターと連携し、意欲の高い中小企業の脱炭素経営を支

援し、県内への横展開を図る。

○金融機関と連携した企業脱炭素の推進

・静岡県および県内全 13 金融機関などの連携組織「しずおかカーボンニュー

トラル金融コンソーシアム」により育成された人材が実施するプッシュ型支

援を通じ、脱炭素に取り組む企業の裾野を拡大するとともに、意識が高まっ

た企業を企業脱炭素化支援センターの支援へとつなげる。

○新技術やサービスを活用した企業脱炭素の取組促進

・生産ラインの省エネ化、カーボンフットプリントの算出といった脱炭素化に

資する企業の取組を、スタートアップ等の新技術やサービスを活用して支援

する。

○ＤＸと一体となったＧＸの推進

・今後の経済発展の鍵となる企業活動におけるＤＸ化とＧＸ化は、相互が補完

し合うことで、相乗効果を発揮することが期待できるため、一体的な推進を

図る。

イ 自動車産業（ＢＥＶ、ＦＣＥＶ等）

○電気自動車（ＢＥＶ）の開発促進

・公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構内に設立された「次世代自

動車センター浜松」を中心に、県産業振興財団等と連携して、県内自動車産

業の電動化への対応を着実に進める。

○家庭や事務所における電気自動車等（ＢＥＶ、ＰＨＥＶ、ＦＣＶ）の導入促進

・自動車メーカーと自治体が連携して普及に取り組むとともに、災害による

停電時に非常用電源として活用できる電気自動車等の有用性を県民に広報

し、電気自動車等の導入を促進する。
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背 景 現状・課題 目指す姿 具体的取組 数値目標位置付け

○インフラ等の環境整備の促進（EV 充電器、水素ステーション）

・電気自動車等の普及などの需要創出と合せて、ＥＶ充電器や水素ステーシ

ョン等のインフラ環境の整備を促す。

ウ カーボンプライシング

○県内のＪ－クレジット市場の活性化

・Ｊ－クレジットプロバイダ等と連携し、創出、活用両面で普及啓発を行い、県

内のＪ－クレジット市場の活性化を推進する。

・農業分野では、水稲栽培における中干期間の延長や、バイオ炭の農地施用の

取組等によるＪ－クレジット創出を促進する。

・林業分野では、県営林でのＪ－クレジットのプロジェクト登録の取得とノウ

ハウの普及、民間主導でのクレジット取得の後押しを進める。

・海洋分野では、海藻等により吸収・貯留されている炭素を数値化し、取引可能

な形態にした「ブルー・カーボン・オフセット・クレジット」の認定を進める。

エ 脱炭素燃料、低炭素燃料

〇バイオ燃料、合成燃料の普及促進、開発支援

・バイオ燃料、合成燃料は、自動車、船舶、航空等幅広い分野で、既存の内燃機

関や燃料インフラを利用しての活用が期待できる燃料であることから、普及

を促進するとともに技術開発の取組を推進する。

○現実的なトランジションのための低炭素燃料の活用

・天然ガスは化石燃料の中で温室効果ガスの排出が最も少なく、燃料転換等が

環境負荷低減にも寄与するため、現実的な移行（トランジション）の手段と

して、天然ガスをはじめとする低炭素燃料の活用を促進する。

・食品残渣等を活用したバイオガスの都市ガスへの注入など、天然ガスをさら

に低炭素化するための取組を促進する。

＜重点取組＞
・公的機関を始めとした多様な支援体制により、中小企業のカーボンニュート

ラル対応を支援する。（企業脱炭素化支援センター、しずおかカーボンニュ

ートラル金融コンソーシアム、次世代自動車センター浜松、県内金融機関等）

・より効果的、効率的な脱炭素化のため、スタートアップ等の技術を活用した

企業の脱炭素に向けた取組を促進する。

・ＧＸ産業が継続的に成長していくため、産学官金（エネルギー事業者、製造

業、金融機関、投資家、専門家、自治体、支援団体など）の様々な主体が連

携する仕組みづくりを進める。
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（２）水素需要の拡大

○水素エネルギーの普及促進と産業化

・県内企業による水素エネルギー関連産業への参入を目指すため、静岡県創エ

ネ・蓄エネ技術開発推進協議会の中に立ち上げた「水素部会」の活動を活性

化させ、企業間連携による具体的なビジネス化への動きを促進する。

・二酸化炭素を水素を活用して再資源化するメタネーションや、燃料アンモニ

アの技術開発が進められており、今後の社会実装や経済性などの課題解決に

向けた動向を注視しつつ、県内での利用可能性の検討を進める。

・山梨県企業・大学等との連携により、水素関連産業に取り組む本県企業の研

究開発や製品化などを促進する。

○水素製造を含む自立・分散型エネルギーシステムを活用した地域づくりへの

支援

・静岡市清水区で進む太陽光発電とグリーン水素を活用した自立・分散型エネ

ルギーシステム導入などを活用した地域づくりの取組について、立地する静

岡市と連携し、事業者の取組を支援するとともに、県内への横展開を図る。

○モビリティ分野における水素需要拡大

・モビリティ分野における水素利用を拡大するため、燃料電池自動車の普及を

図るとともに、需要を創出する中でインフラ整備を促す。

・他自治体とも連携を図りながら、大型トラック、バスなど長距離の幹線輸送

や地域における需要を喚起し、既存の水素ステーションの稼働率向上を図る。

○自動車以外の輸送機器等における電化・FC 化の促進

・県内港湾において、荷役機械等への水素エネルギーの活用促進や低環境負荷

型の業務艇の導入を図る。

＜重点取組＞
・静岡県創エネ・蓄エネ技術開発推進協議会の中に立ち上げた「水素部会」の

活動を活性化させるとともに、水素専門のコーディネーターを中心に、水素

技術の研究・活用が進む山梨県の企業・大学との連携を促進するなど、水素

関連産業の振興を図る。

②技術革新推進

（１）次世代技術の開発支援

○次世代型太陽電池を活用した商品開発支援及び産業化

・県内企業による次世代型太陽電池関連産業への参入を目指すため、静岡県創

エネ・蓄エネ技術開発推進協議会の中に立ち上げた「次世代型太陽電池部会」
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背 景 現状・課題 目指す姿 具体的取組 数値目標位置付け

の活動を活性化させ、企業間連携による商品開発の支援及び具体的なビジネ

ス化への動きを促進する。

○水素エネルギーの普及促進と産業化（再掲）

・県内企業による水素エネルギー関連産業への参入を目指すため、静岡県創エ

ネ・蓄エネ技術開発推進協議会の中に立ち上げた「水素部会」の活動を活性

化させ、企業間連携による具体的なビジネス化への動きを促進する。

・二酸化炭素を水素を活用して再資源化するメタネーションや、燃料アンモニ

アの技術開発が進められており、今後の社会実装や経済性などの課題解決に

向けた動向を注視しつつ、県内での利用可能性の検討を進める。

・山梨県企業・大学等との連携により、水素関連産業に取り組む本県企業の研

究開発や製品化などを促進する。

○新技術やサービスを活用した企業脱炭素の取組促進（再掲）

・生産ラインの省エネ化、カーボンフットプリントの算出といった脱炭素化に

資する企業の取組を、スタートアップ等の新技術やサービスを活用して支援

していく。

○スタートアップと連携した技術開発支援

・スタートアップと県内企業の連携を促進し、静岡県発の新たなエネルギー関

連技術の開発につなげ、地方産業の競争力強化を図る。

○電気自動車の開発促進（再掲）

・公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構内に設立された「次世代自動

車センター浜松」を中心に、県産業振興財団等と連携して、県内自動車産業

の電動化への対応を着実に進める。

〇バイオ燃料、合成燃料の普及促進、開発支援（再掲）

・バイオ燃料、合成燃料は、自動車、船舶、航空等幅広い分野で、既存の内燃機

関や燃料インフラを利用しての活用が期待できる燃料であることから、普及

を促進するとともに技術開発の取組を推進する。
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＜重点取組＞
・静岡県創エネ・蓄エネ技術開発推進協議会の「水素部会」「次世代太陽電池部

会」等の活動を活性化させ、技術開発、商品開発を促進する。

・静岡県創エネ・蓄エネ技術開発推進協議会や TECH BEAT SHIZUOKA 等の様々

な交流の場を活用してスタートアップと県内企業の連携を促進し、静岡県発

の新たなエネルギー関連技術の開発を推進する。

（２）関連分野へのビジネス参入促進

○次世代型太陽電池を活用した商品開発支援及び産業化（再掲）

・県内企業による次世代型太陽電池関連産業への参入を目指すため、静岡県創

エネ・蓄エネ技術開発推進協議会の中に立ち上げた「次世代型太陽電池部会」

の活動を活性化させ、企業間連携による商品開発の支援及び具体的なビジネ

ス化への動きを促進する。

○洋上風力のサプライチェーン形成、人材育成支援

・県内外の洋上風力導入の動向を注視しつつ、本県のものづくり技術を活かし

たサプライチェーン形成の可能性について検討するとともに、洋上風力関連

産業の人材育成を支援していく。

○水素エネルギーの普及促進と産業化（再掲）

・県内企業による水素エネルギー関連産業への参入を目指すため、静岡県創エ

ネ・蓄エネ技術開発推進協議会の中に立ち上げた「水素部会」の活動を活性

化させ、企業間連携による具体的なビジネス化への動きを促進する。

・二酸化炭素を水素を活用して再資源化するメタネーションや、燃料アンモニ

アの技術開発が進められており、今後の社会実装や経済性などの面での課題

解決に向けた動向を注視しつつ、県内での利用可能性の検討を進める。

・山梨県企業・大学等との連携により、水素関連産業に取り組む本県企業の研

究開発や製品化などを促進する。

＜重点取組＞
・静岡県創エネ・蓄エネ技術開発推進協議会の活動を活性化させ、次世代型太

陽電池や水素など、今後の社会実装を見据えた次世代技術などの関連分野へ

のビジネス参入を促進する。

・ＧＸ産業が継続的に成長していくため、産学官金（エネルギー事業者、製造

業、金融機関、投資家、専門家、自治体、支援団体など）の様々な主体が連携

する仕組みづくりを進める。（再掲）
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背 景 現状・課題 目指す姿 具体的取組 数値目標位置付け

２ 再生可能エネルギーの効果的な導入

（１）地域と共生した再生可能エネルギーの導入拡大

ア 太陽光発電

○導入可能性が見込まれる箇所への太陽光発電設備の導入促進

・効率的かつ地域と共生した導入を追求していく。

・大規模適地が少なくなる中、導入ポテンシャルが期待できるカーポート型や

窓、壁等の建材一体型の太陽光発電設備については、導入拡大を図る。

・優良農地の確保を前提に、営農が見込まれない荒廃農地への太陽光発電設備

の導入や、発電と営農が両立する営農型太陽光発電の導入拡大を推進する。

・自治体の遊休地（廃校等）やインフラ空間、商業施設駐車場等環境負荷が少

ない土地を活用した太陽光発電の導入拡大を図る。

・ＰＰＡや一括発注など、設備導入の負担軽減の取組が広がっており、こうし

た制度の普及を通じて導入拡大を図る。

○次世代型太陽電池の普及促進

・従来型の太陽電池では設置が難しかった建物屋根、窓、インフラ施設等への

次世代型太陽電池の社会実装を進める。また、市町とも連携し、公共施設へ

の設置を推進する。

〇使用済み太陽光パネルの再資源化

・今後大量の排出が想定される使用済み太陽光パネルに対し、不法投棄対策、

再資源化ビジネスへの支援、メンテナンス強化による長期使用やリユース等

の取組を進めていく。

イ 小水力発電、バイオマス発電、地熱発電等

○“本県の地域資源の特色を生かした”発電設備の導入促進

・水力発電は、安定供給性に優れたクリーンエネルギーであることから、事業

者、地域、行政の連携を図りながら、農業用水等を活用した小水力発電施設

の導入を進める。

・バイオマスは、経済の地域内循環に寄与するエネルギーであることから、燃

料の安定供給確保（未利用木質資源の供給体制整備、早生樹等の造成促進）、

食品残さ等の活用により、利用を進める。

・地熱エネルギーは、国内有数の温泉地である伊豆を中心にポテンシャルが期

待されていることから、地域や学術経験者と連携し、温泉資源の保護を図り

ながら国等が行うポテンシャル調査に協力するなど、可能性について追及し

ていく。
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ウ 洋上風力発電

○洋上風力の導入に向けた検討

・導入ポテンシャルのある遠州灘において、関係自治体や漁業関係者と連携し

ながら、導入に向けた環境整備を進める。

エ 再生可能エネルギーによる地域課題解決

○地域課題の解決に資する再生可能エネルギーの導入

・再生可能エネルギーの導入を、単なるエネルギーの量的拡大でなく、レジリ

エンス強化（大規模停電時の再エネ設備の活用体制整備等）や地域産業の活

性化といった地域課題の解決につなげるとともに、優良事例の県内への横展

開を図る。

＜重点取組＞
・従来型の太陽光発電設備については、これまで設置が進んでいなかった場所

のうち、環境への負荷が少ない箇所への導入を推進する。

・次世代型太陽電池については、市町とも連携し、公共施設への設置を推進す

るとともに、社会実装を推進する。

・洋上風力発電については、導入に向けた環境整備を推進する。

・災害時のレジリエンス向上や地域経済活性化など、再生可能エネルギー導入

が地域課題の解決につながるような取組を推進する。

（２）再生可能エネルギーの有効活用

蓄電池、スマートグリッド（マイクログリッド等）等

○太陽光発電と併せた蓄電池等の導入促進

・需要家の電力需要に合わせた効率的な運用により再生可能エネルギーの有効

活用が期待できることから、太陽光発電と蓄電池等をあわせて需要家に併設

して導入すること（需要家併設型）を推進する。

・電力系統の安定化につながる系統用蓄電池について、導入を推進する。

○家庭用燃料電池の導入促進

・家庭用燃料電池（エネファーム）は、熱と電気を同時に供給可能であり、エ

ネルギー効率が高いことに加え、地中のガス導管が地震に強く、災害時のレ

ジリエンスの強化にもつながるため、導入を促進する。

○家庭分野の太陽光と蓄電池・電気自動車の併設による電化促進

・本県のエネルギー消費のうち、民生部門は約３割を占めており、家庭分野の

取組の重要性は大きい。家庭分野は電化しやすいことから、太陽光発電と蓄

電池、電気自動車の併設により電化と脱炭素化を同時に実現する取組（オフ
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背 景 現状・課題 目指す姿 具体的取組 数値目標位置付け

グリッド型住宅等）を促進する。

○蓄電池、マイクログリッド等を活用した持続可能なまちづくり

・静岡市清水区で進む自立・分散型エネルギーシステム導入や地域マイクログ

リッドの構築など、カーボンニュートラルで持続可能なまちづくりの取組に

ついて、立地する静岡市と連携し、事業者の取組を支援するとともに、県内

への横展開を図る。

○商業施設等を核としたマイクログリッド形成

・地域に密着した商業施設等に再生可能エネルギーの導入を進め、そこを核と

して小さなマイクログリッドを形成する取組を推進する。

○エネルギーの高度利用の促進

・卒ＦＩＴを迎えた太陽光発電設備等の余剰電力を地域内で活用する取組や、

工業団地内での太陽光発電の共同設置による電力の有効活用といったエネル

ギーの高度利用の取組を促進する。

・隣接する複数の工場等において、天然ガスコージェネレーションシステムの

共同利用により、電気と熱を面的に融通し、エネルギーを効率的に有効利用

するとともに、災害時の電力供給も可能とする事業者の取組を促進する。

○デマンドレスポンスの普及促進

・電力（再生可能エネルギーを含む。）の供給量に合せて需要を調整するデマン

ドレスポンスは、需給バランスを確保するための需要側へのアプローチ手段

として重要なことから、その普及を図っていく。

・水道施設では、水道水供給のために取水・送水のポンプ等で多くの電力を消

費していることから、電力需要がひっ迫した際に、ポンプの運転台数や稼働

時間を変更することにより、電力の需給バランスの改善につなげる。

＜重点取組＞
・蓄電池やデマンドレスポンスについて、有効性の普及啓発を図る。

・工業団地の造成等の面的開発に合せて、マイクログリッドやコージェネレー

ションシステムといったエネルギーの高度利用システムの導入を促進する。

38



３ 徹底した省エネルギーの推進

（１）省エネ普及啓発

○中小企業への啓発、支援（一部再掲）

・公益財団法人静岡県産業振興財団内に設置した「企業脱炭素化支援センター」

の取組を通じ、企業の脱炭素の取組の支援や普及啓発を図る。また、不足し

ている省エネ調査・助言を行うことができる専門家の育成を図る。

○金融機関と連携した企業脱炭素の推進（再掲）

・静岡県および県内全 13 金融機関などの連携組織「しずおかカーボンニュー

トラル金融コンソーシアム」が実施するプッシュ型支援を通じ、脱炭素に取

り組む企業の裾野を拡大するとともに、意識が高まった企業を企業脱炭素化

支援センターの支援へとつなげていく。

○ＺＥＢ、ＺＥＨの普及啓発

・静岡県地球温暖化防止条例により、一定規模以上の建築物の新築、増改築等

をする建築主に対して、建築環境総合性能評価システム（ＣＡＳＢＥＥ静岡）

を評価ツールとする建築物環境配慮計画書の提出を求め、評価結果の公表及

び優秀者の表彰を行い、環境配慮措置に優れた建築物の整備を促進する。

・ZEB 等の先進的省エネ建築物を紹介する静岡県先進的省エネ建築物紹介サイ

トにより、県内の先進的省エネ建築物の普及を促進する。

・個別の住宅においても省エネの取組は重要であることから、ZEH などの住宅

の省エネ化に関する知識や、省エネ化のメリットなどを県民 向けの研修会

で周知する。また、省エネ計算方法などを広めるため、建築関係者に対する

技術向上研修会を実施する。

○県有建築物のＺＥＢ化の推進

・省エネ性能の高い建築物の普及・促進に向けて、県有建築物ＺＥＢ化設計指

針により、県有建築物のＺＥＢ化を推進する。

・県有施設への再生可能エネルギー発電設備の設置による自家消費や、ゼロエ

ミッション・再生可能エネルギー由来の電気の調達（ＲＥ100）、環境価値の

証書取得等を率先して導入するとともに、取組事例や国・自治体などの助成

制度などについて、セミナー等を通じて普及啓発を行う。

○ライフスタイルの転換に向けた意識向上

・企業、市町、関係団体と連携し、家庭部門や業務部門における地球温暖化防

止に向けた取組を進める「ふじのくにＣＯＯＬチャレンジ」を展開する。

・家庭のエネルギー使用量や用途を診断し、省エネルギー対策のアドバイスを

実施する。
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背 景 現状・課題 目指す姿 具体的取組 数値目標位置付け

○省エネルギー対策等の制度の周知

・県内企業に対して、企業の自主的な温室効果ガス削減の取組であるＳＢＴの

設定、再生可能エネルギー由来電気の活用、環境価値の証書の取得等に関す

る取組事例や国・自治体などの助成制度などについて、静岡県再エネ電気利

用促進事業やセミナー、ホームページ等を通じた積極的な情報発信を通じて

普及を図る。

＜重点取組＞
・公的な支援体制により、中小企業のカーボンニュートラル対応を支援する。

（企業脱炭素化支援センター、しずおかカーボンニュートラル金融コンソー

シアム、次世代自動車センター浜松）

・中小企業が実施する省エネ診断や省エネ設備の導入を支援するとともに、

省エネ診断を実施する専門家の育成を図る。

（２）省エネ設備導入

○省エネ設備の導入促進

・中小企業の省エネ設備の導入支援として、補助金や利子補給による資金調達

支援を行う。

・省エネルギー対策に関する取組事例や、国・自治体などの助成制度等につい

て、セミナーや県のホームページ等を通じて情報提供を行う。

・スマートメーターの設置やＢＥＭＳ、ＦＥＭＳの導入などによるエネルギー

の見える化、ＤＸによるエネルギー需要の効率化等を促進する。

・農業用ハウスへのヒートポンプ等の活用や、ハウス内環境や植物生体情報に

基づく適切な環境制御・栽培管理技術等について研究開発・普及に取り組む。

・設備更新の際には環境負荷の低い燃料の利用や、二酸化炭素排出量を低減す

るコージェネレーションシステム等の高効率な設備への更新、低二酸化炭素

排出源へのエネルギーシフトを促進する。

○県有建築物のＺＥＢ化の推進（再掲）

・省エネ性能の高い建築物の普及・促進に向けて、県有建築物 ZEB 化設計指

針により、県有建築物のＺＥＢ化を推進する。

・県有施設への再生可能エネルギー発電設備の設置による自家消費や、ゼロ

エミッション・再生可能エネルギー由来の電気の調達（ＲＥ100）、環境価値

の証書取得等を率先して導入する。

○エネルギーの高度利用の促進（再掲）

・卒ＦＩＴを迎えた太陽光発電設備等の余剰電力を地域内で活用する取組や、

工業団地内での太陽光発電の共同設置による電力の有効活用といったエネ
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ルギーの高度利用の取組を促進する。

・隣接する複数の工場等において、天然ガスコージェネレーションシステムの

共同利用により、電気と熱を面的に融通し、エネルギーを効率的に有効利用

するとともに、災害時の電力供給も可能とする事業者の取組を促進する。

＜重点取組＞
・中小企業等における省エネ設備の導入や省ＣＯ２対策に加え、県有施設への

再生可能エネルギー発電設備、省エネ設備などの導入による建築物のＺＥＢ

化などを進め、産業活動における省エネ化を推進する。
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背 景 現状・課題 目指す姿 具体的取組 数値目標位置付け

2040 年を見据えた方向性

１ 総論

・国は第７次エネルギー基本計画やＧＸ2040 ビジョンにおいて、2040 年を見据えた中

長期的な政策の方向性を示している。

・本県においても将来の「ＧＸ先進県しずおか」、「2050 年カーボンニュートラル」の

実現に向けて、今ある技術で実行できる取組だけでなく、先を見据えた取組もあわせ

て展開していく必要がある。

・よって、本県のエネルギーに関する中長期的な政策の方向性を示し、事業者に予見性

を持たせるために、2040 年を見据えた施策の方向性を整理する。

２ ＧＸ進展による本県経済の成長

・現時点では技術開発の段階であるが、将来的には関連産業の振興により本県経済の成

長に繋がるようなエネルギー技術に対し、継続的な支援を行っていく。

・技術革新や新たな産業の創出などを促進するため、研究開発支援や事業者の新分野へ

の参画促進、ビジネスマッチングなどを行う。

・また、ＧＸ産業が継続的に成長していけるよう、産学官金など様々な主体が連携する

仕組み（ＧＸエコシステム）の構築を目指していく。

＜具体的な取組分野＞

・水素・アンモニア、蓄電池、フュージョンエネルギーなど、今後の技術革新が期待

される分野

３ 更なる再生可能エネルギーの導入拡大に向けたあらゆる選択肢の検討

・国は第７次エネルギー基本計画で再生可能エネルギーの主力電源化を打ち出し、2040

年の電源構成で４～５割を目指すとしている。

・本県の再生可能エネルギー導入量は着実に伸びているものの、適地の減少などもあり、

近年は伸びは鈍化し、現状では、本県が 2050 年のカーボンニュートラルの実現を標

榜した当初に想定したとおりには増加していない。

・このため、将来的には、国の示す 2040 年再生可能エネルギー４～５割の見通しに向

けて、県として応分の役割を果たすべく、本県も 2040 年に向けてあらゆる選択肢を

視野にいれ更なる導入拡大を図っていく。

・なお、導入に際しては、地域との共生を前提とし、地元や利害関係者の理解など丁寧

に合意形成を図りながら進めるとともに、再エネ導入が単なる量的拡大でなく、地域

課題の解決に繋がるような効果的な導入を進めていく。

・また、安定的で安価なエネルギーを確保し本県経済の成長に繋げるため、経済情勢に

対応した施策を講じ、環境変化に応じて柔軟に取組を見直していく。

＜具体的な取組分野＞

・洋上風力、地熱発電など、運転までに地元の合意形成や調査等、長期間のリードタ

イムが必要な設備

・次世代型太陽電池など、社会実装までに更なる技術革新が必要な設備
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第６章 戦略の進行管理

１ 進行管理

・進行管理は、ＰＤＣＡサイクルにより、毎年度の評価を行い、「静岡県地球温暖

化対策実行計画」等の関係計画と連携し、改善を図りながら取組を進めていく。

・成果指標の進捗について「静岡県エネルギー戦略推進会議」で審議いただくとと

もに、参考指標の状況も踏まえて、今後必要となる対策についても意見いただき、

今後の県の取組に反映していく。

・「ＧＸ先進県しずおか」という目指す姿の実現には、県内事業者の理解、賛同と

協力が不可欠であることから、進捗状況やその評価を積極的に発信し、オールし

ずおかで取り組んでいく。

２ 参考指標

・成果指標の進捗状況の参考とするため、関連する指標を「参考指標」として目標

値を設定する。

・参考指標は今後の取組検討の参考とし、社会経済情勢に応じて柔軟に見直すこと

とする。

（※）R8 年度当初予算要求中。予算確保が出来た場合は参考指標として設定。

戦略 参考指標 現状値 目標値

ＧＸによ

る産業振

興

エネルギー関連機器・部品製品化支援
件数

（2022～2023 年度）
累計８件

（2022～2030 年度）
累計 27 件

次世代モビリティ産業（自動車）にお
ける研究開発・事業化支援件数

（2022～2023 年度）
累計 108 件

（2022～2028 年度）
累計 144 件

先進的ＧＸ経営取組支援件数（※） －
（2026～2030 年度）

累計 15 件

再エネの
効果的導
入

太陽光発電導入量
（2023 年度）
255.9 万 kW

（2030 年度）
302.9 万 kW

家庭用太陽光発電（10kW 未満）導入量
（2023 年度）
72.7 万 kW

（2030 年度）
100.3 万 kW

地域課題解決型再生可能エネルギー
導入支援件数（※）

－
（2026～2030 年度）

累計 10 件

静岡県創エネ・蓄エネ技術開発推進協議会におい
て、技術開発に取り組むワーキンググループ数

（2023 年度）
11 件

（2030 年度）
18 件

省エネ

省エネ診断実施回数
（2022～2023 年度）
累計 260 回

（2022～2030 年度）
累計 630 回

脱炭素化支援センターによる個社支

援数
－

（2026～2030 年度）

累計 50 件
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１

１ 目標の見直しと目標値の設定

（１）目標（成果指標）の見直し

・ＧＸには、まずは徹底した省エネルギーをし、その上で電化を進め、さらにはその電

力を脱炭素化することが求められる。

・このため、①経済活動に係るエネルギー消費量の削減と、②最終エネルギー消費量の

うち電力の占める割合の向上に加え、③再生可能エネルギーの導入量の拡大を図るこ

とを三位一体で進めることで、ＧＸを推進していくこととする。

・エネルギー消費量の削減は、経済活動に伴うものに限定した。

・柱立ての見直しに伴い、吸収源対策については除外した。

・ＧＸの推進を主眼においた戦略のため、温室効果ガス排出量削減率は除外した。

・「県内の電力消費量に対する再生可能エネルギー等の導入率」は県内の電力消費が県

内で創出された電力ではないことから、指標として適当でないと判断し、除外した。

（２）目標値の設定

・県の他の計画との整合を図るため、目標年は 2030 年度とする。

・経済活動に係るエネルギー消費量削減率は、静岡県地球温暖化対策実行計画でのエネ

ルギー消費量削減率の目標値と合わせる。

・最終エネルギー消費量のうち電力の占める割合は、国のエネルギー需給見通しを参考

に設定する。

・再生可能エネルギー導入量は、実績値を基にした推計（太陽光等）と現在の具体的な

事業計画（小水力、バイオマス等）を基に、目標値を置き換える。

成果指標 現状値 目標値 目標値設定の考え方

経済活動に係るエネルギー消費量削減率

（2013 年度比）（産業＋運輸＋業務部門）

（2022 年度）

△14.6％

（2030 年度）

△28.6％

県温対計画の目標値と

合わせる

最終エネルギー消費量のうち

電力の占める割合

（2022 年度）

31.8％

（2030 年度）

36.4％

国の見通しを参考に設

定

再生可能エネルギー導入量
（2023 年度）

61.4 万 kl

（2030 年度）

73.7 万 kl

実績値からの推計と事

業計画から設定



２

（３）最終エネルギー消費量のうち電力の占める割合の目標値の設定

・国のエネルギー需給見通しを参考に目標を設定する。

・国が第７次エネルギー基本計画で示したエネルギーの需給見通し（2040 年）が直線的

に推移するものとして、2030 年見込みを算出

・2030 年度見込みはは 2022 年度から＋2.6％～4.6％

・「ＧＸ先進県しずおか」を目指す姿としていることから、国が示している最も電化が

進む見通しを参考とすることとし、2022 年度から＋4.6％を目標値とする。

（単位：ＴＪ）

区分 2022 2030 2040

割合が最も増える見通し 27.4% 32.0% 37.7%

割合が最も増えない見通し 27.4% 30.0% 33.2%

区分 2022 速報値 2030 目標

本県の最終エネルギー消費量 310,848 －

うち電力の最終エネルギー消費量 98,944 －

電力が占める割合 31.8％ 36.4％



３

（参考）2040 年度におけるエネルギー需給の見通し（令和７年２月資源エネルギー

庁）より抜粋（一部加工）



４

・最も電化が進むのは①再エネ拡大、④革新技術拡大の２つのシナリオ

・最も電化が進まないのは③ＣＣＳ活用シナリオ

・熱量で揃えると①での 2040 年の電力の占める割合は 3,774TJ/9,932TJ=37.7％となる。



５

（４）再生可能エネルギー導入量の目標値の見直し

・実績値を基にした推計（太陽光等）と現在の具体的な事業計画（小水力、バイオマ

ス等）を基に、目標値を置き換える。

〇太陽光

2016～2023 年の実績（FIT）を基に将来推計

〇風力、バイオマス、中小水力

現時点での具体的な導入実績、導入計画に基づき設定

○太陽光発電の将来推計（指数平滑法による）



６

なお、発電と熱利用の単位を合わせるため、発電分は設備容量から年間発電量を求め、

これを原油換算した。なお原油換算にあたっては、以下の計算方法で求めた（前回の手

法を踏襲）。

設備容量から年間発電量の計算式 ： 設備容量×24 時間×365 日×設備利用率

■設備利用率

出典）第 63 回 調達価格等算定委員会

資料 1 太陽光発電について（事務局資料）,経済産業省

■原油換算係数（資源エネルギー庁省エネ法規定値）

設備利用率及び原油換算係数から、設備容量 1kW あたりの年間発電量（原油換算）は、

下記のとおり

■設備容量 1kW あたりの年間発電量（原油換算）

図 発電の設備容量→原油換算方法

再生可能エネルギー種別 設備利用率

太陽光発電 17.2%

風力発電（陸上） 25.6%

地熱発電（温泉熱） 74.8%

水力発電（1,000kW 未満） 60.0%

木質バイオマス（未利用材） 76.5%

メタン発酵バイオガス 90.0%

数値 単位

1GJ 当たりの原油換算量 0.0258kL/GJ

エネルギーの熱量単位 3.6MJ/kWh

1kWh あたりの原油換算量 0.00009288kL/kWh

再生可能エネルギー種別 設備容量

（kW）

年間発電量

kWh/年

年間発電量（原油

換算）kL/年

太陽光発電 1 1,506.7 0.1399

風力発電（陸上） 1 2,242.6 0.2083

地熱発電（温泉熱） 1 6,552.5 0.6086

水力発電（1,000kW 未満） 1 5,256.0 0.4882

木質バイオマス（未利用材） 1 6,701.4 0.6224

メタン発酵バイオガス 1 7,884.0 0.7323



７

２ 関連事業の一覧

戦略 事業名 事業内容

（１）産業の電化・カーボンニュートラル化

資金調達におけるグリーン
ボンドの活用

・主幹事方式で100億円調達予定
・共同発行債方式で10億円調達予定

悠久の森（県有林）での森
林由来のカーボンクレジッ
トの創出・発行

県有林で新たに森林由来のＪクレジットを創
出するため、プロジェクト登録・発行申請を
行う。また、令和8年度にJクレジットの委託
販売を実施

再生可能エネルギー100％
電力の調達

静岡県富士山世界遺産センターにおける再生
可能エネルギー100％電力の調達、水盤循環用
ポンプの夜間稼働停止し、電力消費を抑え
る。

空港行政費
（富士山静岡空港脱炭素化
推進計画に基づく脱炭素化
の推進）

令和６年12月に国の認定を受けた「富士山静
岡空港脱炭素化推進計画」に基づいて、空港
の脱炭素化を推進するため、CO2排出量の算定
や施策の検討を行う。

スタートアップ支援事業費
本県の経済成長の新たな原動力となり、社会
課題の解決にも貢献し得るスタートアップへ
の支援を戦略的に展開する。

リーディング産業育成事業
費助成

県内中小企業が行う研究開発や事業化に対し
て助成
・補助率　2/3又は1/2
・プロジェクト間連携やスタートアップと連
携する案件を優先採択

ＥＶ・自動運転化等技術革
新対応促進事業費

次世代自動車センター浜松によるＥＶ車両分
解活動等の取組の支援、工業技術研究所のデ
ジタルものづくり推進拠点整備、生成AI等活
用実証、コーディネータの配置

ふじのくにＣＮＦプロジェ
クト推進事業

植物由来の環境に優しい素材として注目を集
めているＣＮＦをはじめとするセルロース系
素材の社会実装

マリンバイオ産業振興事業
費

・小学生を対象とした、海藻の大切さや美し
さを学ぶ体験教室の開催
・サガラメ種苗移植及び観察調査
・カジメ藻場の維持管理指標の構築

エネルギー政策推進費（EV
充電インフラ整備事業）

県有EV充電器の保守管理

企業脱炭素化推進事業費
（中小企業脱炭素化推進事
業）

県内中小企業の脱炭素化や省エネへの取組支
援体制の構築
温室効果ガス排出量算定サービスを導入する
際の導入経費の一部を助成

新規産業立地事業費助成

工場等の新増設に伴う建物建設費、機械設備
購入費等に対する助成
・補助率：７％（分野により上乗せあり）
・対象者：工場の新増設を行う企業等
・補助対象：建物建設費、機械設備購入費、
安全対策費

部局名

財務部

くらし・環境部

スポーツ・
文化観光部

スポーツ・
文化観光部

経済産業部

経済産業部

経済産業部

経済産業部

経済産業部

経済産業部

経済産業部

経済産業部

<
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８

戦略 事業名 事業内容

地域産業立地事業費助成

工場の新増設に伴う用地取得費、新規雇用に
対する助成
対象者：工場の新増設を行う企業等に補助を
行う市町等
補助対象：用地取得費20/100以内（地域、分
野で上乗せあり）、新規雇用従業員100万円/
人以内
補助率：市町補助の1/2以内

水産業共同施設整備費助成
（漁場生産力・水産多面的
機能強化対策事業）

漁業者組織が実施する環境・生態系の保全活
動に対する助成

水産業共同施設整備費助成
（沿岸漁場整備実証事業）

海藻種苗の移植等による藻場の造成事業

伊豆の磯焼け緊急対策事業 高水温耐性のある海藻種苗の移植

グリーンボンド債券の購入
および基金の一括運用

債券運用において、60億円を上限にグリーン
ボンドを優先的に購入

（２）水素需要の拡大

脱炭素社会に向けた地域マ
イクログリッド構築事業費

清水港カーボンニュートラルポートの実現を
図るため、民間事業者が構築を目指している
地域マイクログリッドを支援

水素エネルギー利活用推進
事業費（輸送・産業用燃料
電池車両導入促進事業費）

FCバス、トラックの購入費の一部を補助(国補
助金の交付決定を受けたものに限る)
・補助対象：FCバス、トラック
・補 助 率：1/6
・上 限 額：バス17,500千円/台　トラック
5,000千円／台

水素エネルギー利活用推進
事業費（既存燃料との価格
差補助事業）

FC商用車（トラック・バス）の運用に必要な
燃料費の一部を助成
・200円×水素充填量×台

エネルギー政策推進費、再
生可能エネルギー導入促進
事業費（次世代自動車普及
促進事業費）【一部再掲】

EV（電気自動車）、PHV（プラグインハイブ
リッド車）、FCV（燃料電池自動車）の普及促
進（協議会運営、充電インフラ情報発信等）

水素エネルギー利活用推進
事業費（技術開発体制強化
事業）

水素専門コーディネーターによる県内企業の
ニーズ・シーズ掘り起こし、マッチング支援

水素エネルギー利活用推進
事業費（水素新技術開発事
業）

水素新技術開発のプロジェクトに対し、必要
経費を助成
・補助率：2/3以内
・上　限：10,000千円
・対　象：県内中小企業等

水素エネルギー利活用推進
事業費（水素エネルギー関
連産業振興事業）

・山梨県企業と連携した首都圏展示会（FC 
EXPO）への共同出展(エネルギー関連スタート
アップ企業の掘り起こし)

部局名

経済産業部

経済産業部

経済産業部

経済産業部

出納局

経済産業部

経済産業部

経済産業部

経済産業部

経済産業部

経済産業部

経済産業部

<

戦
略
１

>

Ｇ
Ｘ
に
よ
る
産
業
振
興



９

戦略 事業名 事業内容

（３）次世代技術の開発支援

新成長戦略研究費
（うち、次世代輸送用機器
部品の脱炭素化に貢献する
アルミ成形加工技術の開
発）

次世代輸送用機器部品のアルミニウム鋳造技
術として、半溶融成形法、部品機能に合致し
た合金開発、軽量・高機能部品の試作開発を
行う。

新成長戦略研究費
（うち、陸上養殖由来資源
のアップサイクルによる
ウェルネスフード開発）

陸上養殖施設から排出される各種残渣から新
たなウェルネスフードを開発する技術を確立
し、地域でのアップサイクル体制を形成。ス
タートアップ・県内食品企業・農業を支援
し、脱炭素社会へ貢献する。

新成長戦略研究費
（うち、デジタル技術を活
用した成長産業の競争力強
化に資する次世代金型の開
発）

次世代自動車や脱炭素に貢献する冷却能力の
高い次世代金型の開発により県内製造業の競
争力向上を図り、成果普及でデジタルものづ
くり人材の育成を支援する。

スタートアップ支援事業費
【再掲】

本県の経済成長の新たな原動力となり、社会
課題の解決にも貢献し得るスタートアップへ
の支援を戦略的に展開する。

リーディング産業育成事業
費助成【再掲】

県内中小企業が行う研究開発や事業化に対し
て助成
・補助率　2/3又は1/2
・プロジェクト間連携やスタートアップと連
携する案件を優先採択

創エネ・蓄エネ産業振興事
業費

再エネ等の技術開発・実証試験に対する事業
費助成等

DX等業務改善促進職業訓練
事業費※事業名変更の可能
性あり

DX等よる業務改善、生産性向上を推進する人
材を育成するため、デジタル技術を中心とし
た職業訓練を実施

（４）関連分野へのビジネス参入促進

創エネ・蓄エネ産業振興事
業費【再掲】

再エネ等の技術開発・実証試験に対する事業
費助成等

部局名

経済産業部

経済産業部

経済産業部

経済産業部

経済産業部

経済産業部

経済産業部

経済産業部

<
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戦略 事業名 事業内容

（１）地域と共生した再生可能エネルギーの導入拡大

“ふじのくに”のフロン
ティアを拓く取組（ふじの
くにフロンティア地域循環
共生圏）

地域循環共生圏の形成に向けた事業費助成等

県庁舎太陽光発電設備の利
用

県庁本館屋上に太陽光発電設備（出力10kW）
を平成19年度に設置。発電した電力を庁舎内
で利用

脱炭素社会実現推進事業費
（カーボンニュートラル促
進補助金）

中小企業等の省エネ・再エネ設備導入を総合
的に支援する補助制度
・補助対象　太陽光発電設備、蓄電池
・補助率等
太陽光発電設備：40千円/kW（定額）
蓄電池：1/3（上限53千円/kWh　ほか）

再生可能エネルギー導入促
進事業費（次世代型太陽電
池導入促進事業）

次世代型太陽電池導入実証、部会での情報発
信等

再生可能エネルギー導入促
進事業費（洋上風力風力発
電設備導入促進）

漁業操業実態調査、関係者協議会の開催等

ふじのくに０円ソーラー事
業

初期費用負担のないＰＰＡ事業を県ホーム
ページで広報し、住宅などへの太陽光発電設
備及び蓄電池の設置を推進

太陽光発電設備等共同購入
支援事業

県と協定を締結した事業者が、太陽光発電及
び蓄電池の購入希望を募り、一括発注による
スケールメリットにより、設備導入費用の低
減を図る

中小企業向制度融資促進費
助成（脱炭素支援資金）

対象：新エネルギー設備、ガスコジェネ設
備、ＦＣＶ、ＦＣバス、ＦＣフォークリフ
ト、ＥＶ（付帯設備含む）、環境性能評価で
一定以上の評価を受けた工場等建築物を導入
する中小企業等の借入
融資利率：年1.4％以内
融資枠　：50億円

農業振興総合推進費
（バイオマス・イン・しず
おか推進事業）

「静岡県バイオマス活用推進計画」の推進、
市町バイオマス活用推進計画策定に関する支
援等

地域バイオマス利活用施設
整備事業費

バイオマス利活用に係る施設整備等に対し、
国の交付金を活用した支援の実施

畜産業振興総合推進費（資
源循環型畜産推進事業）

良質堆肥の流通促進（エネルギー利用含む）
等

地域用水環境整備事業
浜松市浜名区引佐町の都田川ダムにおいて農
業用水等を活用した小水力発電施設（368kw）
を国庫補助事業で整備

部局名

総務部

財務部

くらし・環境部

経済産業部

経済産業部

経済産業部

経済産業部

経済産業部

経済産業部

経済産業部

経済産業部

経済産業部
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戦略 事業名 事業内容

間伐材等搬出奨励事業費助
成

間伐材や再造林を伴う主伐地におけるチップ
用材の搬出に対して支援

ダムにおける小水力発電
奥野ダム、太田川ダムにおいて、河川環境の
維持等を目的とした放流水による小水力発電
を実施

（２）再生可能エネルギーの有効活用

再生可能エネルギー導入促
進事業（地域課題解決型再
エネ導入事業）

地域課題解決に資する再エネ設備の可能性調
査、設備導入経費を助成
・補助率：1/2以内

（１）省エネ普及啓発

「プラスＯの住まい」
推進事業費

静岡らしい自然豊かでゆとりある職住一体の
住まい「プラスＯの住まい」の普及啓発等

建築指導行政費（確認検
査）

建築物省エネ法に基づく認定審査及び静岡県
建物環境配慮制度（CASBEE静岡）による建築
主・設計者に対する表彰の実施

地球温暖化対策推進事業費
・地球温暖化防止に関する知事褒賞表彰
・県内温室効果ガス排出量の算定・分析
・地球温暖化対策実行計画の改定

脱炭素社会実現推進事業費
（クルポ普及啓発）

県民の脱炭素型ライフスタイルへの転換を図
るため、県民運動「ふじのくにCOOLチャレン
ジ」を展開

しずおかカーボンニュート
ラル金融コンソーシアム

中小企業等の脱炭素経営を支援する金融機関
の支援機能を強化するための人材育成等を実
施

脱炭素社会実現推進事業費
（省エネ支援員の派遣）

省エネ化関する支援員の派遣　130件

中小企業脱炭素化推進事業
費【再掲】

県内中小企業の脱炭素化や省エネへの取組支
援体制の構築
温室効果ガス排出量算定サービスを導入する
際の導入経費の一部を助成

実学推進フロンティア事業
費（エネルギー関連教育充
実事業）

高校生のエネルギーに関する学習活動の充実
を図り、知識と理解を深める。
・補助率10/10

部局名

経済産業部

交通基盤部

経済産業部

くらし・環境部

くらし・環境部

くらし・環境部

くらし・環境部

くらし・環境部

くらし・環境部

経済産業部

教育委員会
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（２）省エネ設備導入

本庁舎におけるLED化
令和12年度までに県庁舎全体の照明設備を順
次LED照明に更新（R8は更新工事なし）

省エネ住宅普及推進事業費
ＺＥＨ水準の省エネ性能を持つ住宅の新築、
及び省エネ性能が向上する既存住宅の改修へ
の助成

脱炭素社会実現推進事業費
（カーボンニュートラル促
進補助金）

中小企業等の省エネ・再エネ設備導入を総合
的に支援する補助制度を拡充
・補助率
　[大規模排出枠]1/2(上限1,000万円)
　[脱炭素スタート応援枠]1/3(上限200万円)
・対象設備　省エネ効果５％以上の省エネル
ギー設備・機器・断熱財・断熱塗料・断熱窓

脱炭素社会実現推進事業費
（省エネ支援員の派遣）
【再掲】

省エネ化に関する支援員の派遣　130件

静岡茶海外戦略展開支援事
業（輸出拡大生産転換設備
等導入事業）

有機栽培等輸出向け茶の生産拡大に必要な機
械・施設の整備等への支援（助成）

カーボンニュートラルポー
ト関連事業費

バイオマス受入環境整備（御前崎港・陸電施
設整備）、施設照明のLED化

防災・安全交付金 道路照明灯のLED化

公園施設中期維持保全計画
事業

各指定管理施設の照明のLED化
（遠州灘海浜公園球技場メインスタンド照明
器具改修工事設計）

狩野川流域下水道の浄化セ
ンター内の照明灯ＬＥＤ化

施設内照明のＬＥＤ化

庁用自動車更新事業費 公用車の電動車化の推進

水道施設における省エネ機
器の導入

水道施設照明のＬＥＤ化、省電力空調機器へ
の更新

県立学校等施設整備事業
県立学校等長寿命化事業

学校施設のZEB化、照明器具のLED化

交番・駐在所建設事業
下田警察署庁舎等建設事業

警察施設のＺＥＢ化

警察庁舎維持補修事業 交番照明のＬＥＤ化

特定交通安全施設等整備事
業

信号機のＬＥＤ化

財務部

くらし・環境部

くらし・環境部

くらし・環境部

経済産業部

交通基盤部

交通基盤部

交通基盤部

交通基盤部

出納局

企業局

教育委員会

警察本部

警察本部

警察本部
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３ 用語解説

用語 内容 記載頁

ウェルビーイング

身体的にも、精神的にも、そして社会的にも、す

べてが満たされた状態（Well-being）にあること

を指す概念。1948 年に世界保健機関（WHO）の

憲章前文で「健康」の定義として初めて登場した

言葉であり、単に病気でない、弱っていないとい

うだけでなく、心身・社会的に良好な状態が将来

にわたって維持され、人生の意義や充実感を感じ

られる包括的な状態を指す。

2

化石燃料賦課金

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に

関する法律（GX 推進法）に基づき、2028 年度か

ら導入されるカーボンプライシング（炭素に価格

をつける政策）の一種で、化石燃料の輸入事業者

などが、その燃料由来の CO2 排出量に応じて支払

うことになる新たな負担金。

12,13

カーボンニュートラル

ポート（CNP）

国際物流と産業の拠点である港湾で、水素・アン

モニアなどの次世代エネルギーの受け入れ環境

を整備し、港湾機能や周辺産業の脱炭素化を進

め、温室効果ガス排出量を全体として実質ゼロ

（ネットゼロ）にすることを目指す港湾のこと。

14

カーボンフットプリント

製品・サービスの原材料調達から廃棄、リサイク

ルに至るまでのライフサイクル全体を通した温

室効果ガス排出量を、CO2 排出量として換算した

値のこと。

31,34

グリーン水素

再生可能エネルギー由来の電力（太陽光・風力・

水力など）を利用して水を水素と酸素に電気分解

して製造される水素。使用時だけでなく、製造工

程でも CO2 などの温室効果ガスを排出しない点

が大きな特徴。

36

建築環境総合性能評価

システム（CASBEE）

建築物や都市の環境への影響や環境に配慮した

設計や運用がどの程度行われているのかをさま

ざまな側面から客観的に評価するための総合的

な評価システム。

39

原油換算

異なるエネルギー量を共通の尺度で比較するた

め、原油発熱量を用いて原油の量に換算したもの

をいう。省エネ法施行規則第４条において、「発

熱量１ギガジュールを原油 0.258 キロリットル

として換算すること」と定められている。

19,30

合成燃料

二酸化炭素（CO2）と水素（H2）を原材料として

製造する石油代替燃料のこと。石油と同じ炭化水

素化合物の集合体で、ガソリンや灯油など、用途

に合わせて自由に利用できる。

8,32,

34



１４

用語 内容 記載頁

コージェネレーション

（熱電併給）

天然ガス、石油、LP ガス等を燃料として、エンジ

ン、タービン、燃料電池等の方式により発電し、

その際に生じる廃熱も同時に回収するシステム。

回収した廃熱は、蒸気や温水として、工場の熱源、

冷暖房・給湯などに利用でき、熱と電気を無駄な

く利用できれば、燃料が本来持っているエネルギ

ーの約 75～80％と、高い総合エネルギー効率が

実現可能。

26,29,

38,40,

41

サーキュラーエコノミー

（資源自律経済）

市場のライフサイクル全体で、資源の効率的・循

環的な利用（再生材活用等）とストックの有効活

用（製品のシェアリングや二次流通促進等）を最

大化する社会経済システム。

2

J－クレジット

省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギー

の利用による二酸化炭素等の排出削減量や、適切

な森林管理による二酸化炭素等の吸収量を「クレ

ジット」として国が認証する制度のこと。余剰分

のクレジットを二酸化炭素を排出する企業が購

入することで、購入企業の排出量削減分としてカ

ウントできる。

14,21,

22,32

次世代革新炉

安全性や経済性、効率性を高め、将来のエネルギ

ー供給を担うことを目指して開発が進められて

いる新しいタイプの原子炉群の総称。

4,12

次世代型太陽電池

ペロブスカイト太陽電池などを中心に、既存のシ

リコン系太陽電池の「設置場所の制約」「コスト」

「重さ」などの課題を克服し、軽量・柔軟・低コ

スト・高効率化を実現して、ビル壁面や曲面、IoT

機器など様々な場所への設置を可能にする新し

い太陽電池の総称。

14,23,

33,35,

36,37,

42

次世代型地熱発電

従来の地熱発電で必要だった高温の蒸気・熱水や

自然の貯留層が十分でなくても、人工的に熱源を

作り出したり、超高温の超臨界水を利用したりし

て、より広範囲で開発を可能にする新しい地熱発

電技術の総称。

4

スマートグリッド

情報通信技術を活用して電力網を効率化し、電力

需要と供給を調整する次世代型の電力網。自然エ

ネルギーの発電量変動に対応した制御機能、家庭

やビルなどの需要家に設置されたセンサーによ

る電力使用量の把握・制御機能、EV の充電制御な

どが含まれる。

26
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用語 内容 記載頁

脱炭素電源

発電および供給時に二酸化炭素（CO2）を排出し

ない電源のこと（太陽光、風力、水力、系統用蓄

電池、地熱、バイオマス、原子力、水素、アンモ

ニアなど）

4,6,7,

10,11,

14,22,

25

デマンドレスポンス（DR）

電力需給が逼迫した際に、需要家（企業や家庭）

が自らの電気の使い方を調整（節電や時間帯変

更、蓄電池活用など）することで電力の需要パタ

ーンを変え、電力の需要と供給のバランスを保つ

仕組み。

38

ネット・ゼロ

正味・実質という意味の英単語「net」と排出量

ゼロの「zero」を組み合わせた言葉。再生可能エ

ネルギーの導入や省エネにより、そもそもの温室

効果ガスの排出量を削減するとともに、発生した

温室効果ガスを、植林や森林保全活動などの取り

組みで吸収・固定することによって、活動全体の

排出量が差し引きゼロになっている状態を指す。

4

バイオ燃料

廃食油や古紙、木材をはじめとする「生物起源の

原料＝バイオマス」から作られる燃料。原料とな

るバイオマスは、植物など光合成によって大気中

の CO2 を吸収して成長するため、燃焼時に CO2 を

排出するものの、その分は成長過程で吸収された

CO2 とほぼ釣り合うため、大気中の CO2 を増やし

にくい燃料とされている。

5,8,

32,34

バイオ炭

木炭や竹炭など、燃焼しない水準に管理された酸

素濃度の下、350℃超の温度でバイオマスを加熱

して作られる固形物。バイオ炭は、土壌改良や環

境保全に対する有効性、J-クレジット制度による

収益化等により注目度が高まっている。

32

排出量取引制度

「排出量取引制度」は企業ごとの CO2 排出量に

「枠」を設け、その排出枠の過不足を企業間で取

引する制度（2026 年度から本格稼働）。CO2 排出

に経済的価値（価格）をつけ、企業に効率的な削

減を促すカーボンプライシングの一種。

12,13,

21

浮体式洋上風力発電

風車を海底に固定するのではなく、洋上の浮体構

造物に設置する発電方法。浮体式洋上風力発電の

基礎は、アンカーやチェーンなどで海底につなぎ

とめられ、水深の深い地域にも設置可能であるた

め、より広い海域で風力発電を実施できる。

7,11



１６

用語 内容 記載頁

ブルー・カーボン

海洋生物の作用によって、大気中から海中へ吸収

された二酸化炭素由来の炭素のこと。最大の吸収

源は沿岸の浅瀬に広がる海草の藻場やマングロ

ーブ林などで、ここで光合成により吸収された二

酸化炭素は、有機炭素として生物の体内を経て、

海底に長期にわたって貯留される。

32

ペロブスカイト太陽電池

ペロブスカイトと呼ばれる結晶構造をもつ材料

を使用したもので、塗布や印刷技術で量産でき、

ゆがみに強く軽量化が期待される太陽電池。シリ

コン系太陽電池が設置困難なビルの壁面や耐荷

重が低い屋根にも設置できる。

7,11,

23

マイクログリッド

平常時には再生可能エネルギーを効率よく利用

し、非常時には送配電ネットワークから独立し、

エリア内でエネルギーの自給自足を行う送配電

の仕組みのこと。非常時の停電を回避し、エリア

内の再生可能エネルギーなどを地産地消できる

ため、平常時、非常時の双方においてメリットが

ある。

17,26,

29,37,

38

メタネーション

水素と二酸化炭素から天然ガスの主成分である

メタンを合成する技術のこと。メタン合成時に二

酸化炭素を原料にするため、国は同技術を「カー

ボンニュートラル」の有望な技術の一つとして位

置付けており、2030 年以降における脱炭素社会

実現の柱の一つとしている。

33,34,

35

ローカル・ガバメント・

トランスフォーメーショ

ン

（LGX）

「オール静岡で幸福度日本一の静岡県」の実現に

向けて、県で働く職員一人ひとりの意識・行動を

見直し、環境の変化に柔軟かつ迅速に対応できる

力を持った組織へ変革すること。

2

BEMS

(building energy

management system)

・

FEMS

(factory energy

management system)

住宅やビルで使用される機器や設備を ICT（情

報通信技術）などで一元化し、エネルギーの使

用と管理を高効率に行う機器やシステムをエネ

ルギーマネジメントシステムといい、このう

ち、工場内の機器等の制御を効率よく行い、エ

ネルギーの管理を行うものを FEMS といい、ビル

等の建物内で使用する空調・照明機器等の制御

を効率よく行い、エネルギーの管理を行うもの

を BEMS という。

40

CCS

「Carbon dioxide Capture and Storage」の略

で、発電所や化学工場などから排出された CO2

を、ほかの気体から分離して集め、地中深くに貯

留・圧入する技術。

12



１７

用語 内容 記載頁

CCUS

「 Carbon dioxide Capture, Utilization and

Storage」の略で、分離・貯留した CO2 を利用す

る技術。米国では、CO2 を古い油田に注入するこ

とで、油田に残った原油を圧力で押し出しつつ、

CO2 を地中に貯留するという CCUS が行われてい

る。

8

LNG（液化天然ガス）

天然ガスを－160℃程度まで冷却することにより

液化したもの。天然ガスの主成分であるメタン

は、－162℃で液化すると体積は元の 1/600 とな

り、その状態で専用タンカーで輸送され、大型断

熱タンク等に貯蔵される。

8

PPA

「Power Purchase Agreement（電力購入契約）」

の略で、太陽光発電などの再生可能エネルギーを

初期費用なしで導入できる仕組みのこと。PPA 事

業者が需要家の保有する施設の屋根や遊休地を

借りて太陽光発電システムを設置し、発電した電

気を需要家が利用することで再生可能エネルギ

ーを利用する割合を増やし、CO2 排出を削減す

る。

36

RE100

「Renewable Energy 100%」の略で、企業が加盟

できる国際イニシアティブ（プロジェクト機関）。

事業で利用するエネルギーを 100％再生可能エ

ネルギーにすることを目標とし、加盟した企業

は、2050 年までの自社が設定した期限までに、目

標達成を目指すこととなる。

39,40

SBT

「Science Based Targets」の略で、「パリ協定」

を達成するために、科学的根拠に基づいた数値を

もって企業が設定する温室効果ガスの削減目標。

WWF、CDP など 4 つの組織が設立した国際イニシ

アティブ（プロジェクト機関）の SBTi（Science

Based Targets Initiative）が、ガイドラインの

整備や認定を行っている。

40

V2H システム

「Vehicle to Home」の略で、EV（電気自動車）に

搭載されたバッテリーにためた電気を家庭内で

使える仕組み。V2H を導入すると EV や PHEV（プ

ラグインハイブリッド車）を住宅用蓄電池として

活用することができる。

37



１８

用語 内容 記載頁

VPP

「Virtual Power Plant（バーチャルパワープラ

ント）」の略で、需要家側エネルギーリソース、

電力系統に直接接続されている発電設備、蓄電設

備の保有者もしくは第三者が、そのエネルギーリ

ソースを制御(需要家側エネルギーリソースから

の逆潮流も含む)することで、発電所と同等の機

能を提供することをいう。

26

ZEB・ZEH

建築構造や設備の省エネルギー、再生可能エネル

ギー・未利用エネルギーの活用及び地域内でのエ

ネルギーの面的（相互）利用の対策をうまく組み

合わせることにより、エネルギーを自給自足し、

化石燃料などから得られるエネルギー消費量が

ゼロ、あるいは、概ねゼロ、となる建築物（ZEB：

Net Zero Energy Building）のことをいう。住ま

いの場合は、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス

（ZEH：Net Zero Energy House）という。

41



１９

４ 検討経過
静岡県エネルギー戦略推進会議において、検討を行った。

（１）静岡県エネルギー戦略推進会議 委員名簿 ◎：会長 ○：副会長

（２）開催実績

氏 名 所 属 ・ 役 職

◎柏木 孝夫
東京科学大学名誉教授、電気通信大学特任教授

（一財）コージェネレーション・エネルギー高度利用センター理事長

○齋藤 隆之 静岡大学名誉教授

竹内 純子
特定非営利活動法人国際環境経済研究所理事・主席研究員
東北大学特任教授
U3イノベーションズ合同会社共同代表

中井 俊裕
静岡大学客員教授

株式会社中井俊裕カーボンニュートラル・ラボ代表取締役

井上 隆夫
(一社)静岡県環境資源協会理事兼事務局長

(ｴﾈﾙｷﾞｰ管理指定工場連絡会事務局)

植田 光紀 中部電力(株)常務執行役員静岡支店長

勝呂 恭正 静岡ガス(株)執行役員経営戦略本部長

寺田 健司
しずおかカーボンニュートラル金融コンソーシアム会長

(株)静岡銀行理事コーポレートサポート部長

鳴松 功安
鈴与商事(株)取締役

（エネルギーシステム事業・電力事業・ＧＸ企画担当）

三須 敏郎
(公財)静岡県産業振興財団 副理事長

企業脱炭素化支援センター センター長

望月 英二
(公財)浜松地域イノベーション推進機構 副理事長

次世代自動車センター浜松 センター長

月日 議 題

第１回 令和７年７月３日 策定方針、策定の進め方、骨子案の検討

第２回 令和７年 10 月 21 日 中間案の検討

第３回 令和８年２月２日 戦略案の検討



資料３

静岡県エネルギー戦略（案）の意見照会結果に伴う主な変更点

・エネルギー戦略推進会議委員への意見照会結果を受け、必要な変更を行った。

・主な変更点は以下のとおりである。

頁 項 目 内 容

17
第３章 本県が直面する課題

（ウ）原子力発電

・2026 年１月に公表された基準地震動策定に
係る不正行為に伴う必要な修正

29
第４章 目指す姿

＜戦略１＞ＧＸによる産業振興

・産業のカーボンニュートラルへの取組とし
て「データセンターの設置拡大への対応」

を追加

・「本県が強みを発揮できる分野を重点的に

育成することで、ＧＸを着実に進める」こ

とを追加

29

第４章 目指す姿

＜戦略２＞再生可能エネルギー

の効果的な導入

・再生可能エネルギーの安定電源としての活
用の取組として、「出力制御の問題を解決す

るシステムづくり」を追加

・地域課題の具体的なものとして「レジリエ
ンスの強化」を追加

37

第５章 具体的な取組

（２）再生可能エネルギーの有

効活用

・「ＥＶ充電器を活用したオフグリッド型住

宅」をより包括的な取組として「家庭分野

の太陽光と蓄電池・電気自動車の併設によ

る電化促進」に変更

（家庭分野での取組の重要性を強調）



資料４

静岡県エネルギー戦略 公表までの進め方

※第３回会議以降の戦略の修正については、柏木会長に相談の上で

決定する。

月 日 項 目

２月２日 第３回静岡県エネルギー戦略推進会議

２月３日

～

２月 20 日

パブリックコメント

２月 21 日

～

２月 25 日

パブリックコメントの反映

３月５日

～

３月９日

静岡県議会常任委員会（産業委員会）に提出

３月９日

～

３月 13 日

産業委員会意見の反映

３月 31 日

まで
知事まで報告後、公表



資料５

戦略会議開催時期の見直しによる効果的なＰＤＣＡ実施

戦略会議の開催時期を夏、年度末の２回開催に見直すことで、社会情勢や事業の

実施状況を踏まえた提言をいただき、これを予算要求に活かすことを目指す。

（年度末は書面開催、夏は本開催を想定）

月 見直し前 見直し後

１月 数値の確定 数値の確定

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10 月

11 月 予算要求 予算要求

12 月

１月

２月

３月

４月

～

数値評価

翌年度事業報告

戦略会議

(7～9 月)

戦略会議戦略会議

戦略会議戦略会議
数値評価

翌年度事業報告

数値評価

翌年度事業報告

数値評価

翌年度事業報告

事業評価

事業提言



静岡県エネルギー戦略推進会議設置要綱

（趣旨）

第１条 静岡県の豊かな自然のエネルギーを活用するとともに、エネルギー関連産業

の振興を図ることで、カーボンニュートラルを実現するための施策を検討する「静

岡県エネルギー戦略推進会議」（以下「推進会議」という。）を設置する。

（組織）

第２条 推進会議の委員は、次に掲げる者のうちから知事が委嘱する。

（１）学識経験者

（２）エネルギー事業関係者

（３）その他有識者

２ 知事は、必要があると認めるときは、特別委員を委嘱することができる。

３ 委員（学識経験者を除く）は、必要があると認めるときは、当該委員が所属する

団体、企業又はグループ企業の中で、議事にかかる実務経験を有する者をあらかじ

め指名し、その職務を代理させることができる。

（任期）

第３条 委員の任期は２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残期間と

する。

（会長及び副会長）

第４条 推進会議に会長及び副会長を置く。

２ 会長は知事が指名し、副会長は会長が指名する。

３ 会長は、会務を総理する。

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

（部会）

第５条 推進会議は、必要があるときは、部会を置くことができる。

２ 部会に属すべき委員及び特別委員は、会長が指名する。

３ 部会に部会長を置き、会長が指名する。

４ 部会長は、部会の事務を掌理する。

（会議）

第６条 推進会議は会長が、部会は部会長が招集する。

（意見の聴取等）

第７条 会長又は部会長は、必要があると認めるときは、専門的事項に関し学識経験

のある者及び関係人に対し、推進会議又は部会への出席を求め、その意見を聴取し、

又は説明を求めることができる。

（庶務）

第８条 推進会議及び部会の庶務は、経済産業部産業革新局エネルギー政策課におい

て処理する。

参考資料



附 則

この要綱は、令和７年５月 13 日から施行する。


